
－ 1－

1、市町村の人口と世帯数

～

歳

～

歳

～

歳

歳
以
上

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町　
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

利
根

北
部

秩
父

合計/平均 

南
西
部

東
部

県
央

川
越
比
企

西
部

①
市
町
村
人
口

①
世
帯
数

②年齢階層3区分別人口

南
部
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－ 2－

２、国民健康保険について

～

歳

～

歳

～

歳

人
世
帯

人
世
帯

人
世
帯

以
上

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

県
央

川
越
比
企

秩
父

利
根

北
部

南
部

西
部

南
西
部

東
部

①
加
入
世
帯
数

②
被
保
険
者
数

③年齢階層別被保険者数 ④加入者数ごとの世帯数
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－ 3－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

100万円以下 100～300万円 300万円超

加
入
世
帯
比

100万円
未満

100～300
万円

300万円
以上

⑤所得階層別世帯数

⑥
滞
納
世
帯
数

⑦所得別の滞納世帯数
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－ 4－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

不
動
産

預
貯
金

生
命
保
険

　
内
、

学
資
保
険

物
品

給
与

年
金

税
還
付
金

総
件
数

⑧滞納による単独財産差押え
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－ 5－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

⑩2022年度に執行した滞納処分の停止実施状況

実
件
数

金
額

無
財
産

金
額

生
活
困
窮

金
額

所
在
不
明

⑨換価し滞納金に充当した
実件数と金額
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－ 6－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

金
額

総
件
数

金
額

6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
4ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月

6ヵ月、4ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月

6ヵ月、4ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月

４ヵ月､6ヵ月
6ヵ月

6ヵ月､3ヵ月､1ヵ月
6ヵ月

3ヵ月
3ヵ月

１ヵ月

6ヶ月

4ヵ月
６ヵ月
１ヵ月
6ヵ月

6ヵ月、3ヵ月
6ヵ月、4ヵ月

6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月
6ヵ月

6ヵ月、3カ月
3ヵ月、6ヵ月
6ヵ月、4カ月

6ヵ月
6ヵ月
3か月

6ヵ月､１ヵ月
1ヵ月

⑫
短
期

被
保
険
者
数

⑪
資
格
証
明
書
発
行

世
帯
数

⑫
短
期
保
険
証

発
行
世
帯
数

⑫
短
期
保
険
証

有
効
期
間

つづき
⑩2022年度に執行した滞納処分の停止実施状況
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通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

内
、

住
所
不
明

内
、

住
所
不
明

内
、

住
所
不
明

「

軽
減
な
し
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

２
割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
　
人
数

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

通
常
保
険
証

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

短
期
保
険
証

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

資
格
証
明
書

⑭令和4年度からの未就学児の均等割軽減
所得による軽減区分　対象世帯数と児童人数
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－ 7－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

内
、

住
所
不
明

内
、

住
所
不
明

内
、

住
所
不
明

「

軽
減
な
し
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

２
割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
人
数

「

割
軽
減
」

世
帯
数

同
左
　
　
人
数

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

通
常
保
険
証

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

短
期
保
険
証

⑬
窓
口
留
置
世
帯
数

資
格
証
明
書

⑭令和4年度からの未就学児の均等割軽減
所得による軽減区分　対象世帯数と児童人数
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－ 8－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

　⑮多子世帯の子どもの均等割軽減制度

対象年齢

所
得
制
限
有
無

所
得
制
限

あ
り
の
内
容

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者が3人以上いる世帯の3人目以降の均等割額の全額免除 無

賦課期日の属する年の翌年３月31日に18歳未満の被保険者が3人以上いる世帯の納税義務者 無

１８歳未満の第３子以降の者 無

年度末１８歳以下 有賦課限度額超過世帯は対象外

18歳未満(18歳に達した最初の3月31日までの子を含む。)の加入者が２人以上いる場合で、第２子以降の方 有 課税限度額に達した世帯は対象外

年度内１８歳以下の子供が３人以上いる世帯の１８歳以下３番目以降 無

18歳以下 有 賦課限度額到達の納税義務者

同一世帯内18歳以下3人目の被保険者　※高校生世代以下 無

18歳以下の国保加入者が3人以上いる世帯で前年度以前の町税等に滞納がないこと 無

年度末18歳以下 無

賦課期日の属する年の翌年の3月31日に満19歳未満の被保険者が3人以上いる場合、3人目以降の被保険者を対象とする 無

有３
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－ 9－

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

　つづき　⑮多子世帯の子どもの均等割軽減制度

申
請
有
無

減
免
割
合

対
象
世
帯
数

人
数

年
度

減
免
総
額
実
績

2023年度
見込み額
(予算）

有 高校生年代までの被保険者のうち3人目以降の均等割額の全額免除

有 18歳未満被保険者３人以上いる場合、最年長者から数え3番目以降の者の保険税

有 対象者は１０割

有 第３子以降の均等割全額軽減　（医療分・支援分）

有 均等割１０割

有 納期限内申請で全額

有 均等割額の免除 無

有 均等割100%

有 18歳以上の3人目以降の国保加入者均等割額

有 第３子以降均等割全額

有 対象者の均等割りを全額免除
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－ 10 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

⑯保険税の減免実施状況

７
割
軽
減

世
帯 割

軽
減
額

割
軽
減

世
帯 割

軽
減
額

２
割

軽
減
世
帯

２
割

軽
減
額

そ
の
他

世
帯

そ
の
他
世
帯

軽
減
額

軽
減
世
帯
数
合
計

軽
減
額
合
計
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－ 11 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

減
免
を
申
請
し
た

世
帯
数

減
免
実
施

総
世
帯
数

減
免
実
施

金
額
）

災
害
等

事
業
廃
止
等

生
活
困
窮

旧
被
扶
養
者

そ
の
他

申
請
世
帯
数

世
帯
数

減
免
実
施

実
施
総
額

⑰国保法77条・条例等による
保険税減免

内訳(世帯）
⑱国保法44条、
一部負担金減免
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－ 12 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

所
得
割

（

医
療
分
）

資
産
割

（

医
療
分
）

均
等
割

（

医
療
分
）

平
等
割

（

医
療
分
）

賦
課
限
度
額

（

万
円
）

所
得
割

（

後
期
分
）

均
等
割

（

後
期
分
）

賦
課
限
度
額

（

万
円
）

所
得
割

（

介
護
分
）

均
等
割

（

介
護
分
）

賦
課
限
度
額

（

万
円
）

⑲(2)2023年度保険税
(後期分）

⑲(3)2023年度保険税
(介護分）

⑲(1)2023年度の保険税(医療分）
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－ 13 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

所得100万円 所得200万円
所得

100万円
所得

200万円
所得200万円 所得300万円

⑳(1)一人世帯(63才）
国保税（年）

⑳(2)二人世帯
(63才妻収入ゼロ）

国保税（年）

⑳(3)四人世帯
国保税（年）

最高額
最少額
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－ 14 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

㉑国保会計決算、県からの支出金について

【2021年度決算】
収入総額

【2021年度決算】
国民健康保険税

収入

【2021年度決算】
国庫支出金

収入

【2021年度決算】
県支出金
収入

【2021年度決算】
繰入金
収入
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－ 15 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

　つづき　㉑国保会計決算、県からの支出金について

【2021年度決算】
繰越金
収入

【2021年度決算】
諸収入

【2021年度
決算】
その他
収入

【2021年度決算】
支出総額

【2021年度決算】
総務費
支出

【2021年度決算】
保険給付費

支出
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－ 16 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計決算、県からの支出金

【2021年度決算】
事業費納付金

支出

【2021年度決算】
保健事業費

支出

【2021年度決算】
基金積立金

支出

【2021年度決算】
諸支出金

【2021年度決算】
その他
支出金

16 ページ

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計決算、県からの支出金について

【2021年度決算】
収入－支出差引残高

【2021年度決算】
基金残高

(2022/3/31現在）

【2022年度決算/見込】
収入総額

【2022年度決算/見込】
国民健康保険税

収入
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－ 17 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計決算、県からの支出金について

【2021年度決算】
収入－支出差引残高

【2021年度決算】
基金残高

(2022/3/31現在）

【2022年度決算/見込】
収入総額

【2022年度決算/見込】
国民健康保険税

収入
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－ 18 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計決算、県からの支出金について

【2022年度決算/見込】
国庫支出金

収入

【2022年度決算/見込】
県支出金
収入

【2022年度決算/見込】
繰入金
収入

【2022年度決算/見込】
繰越金
収入

【2022年度決算/見込】
諸収入
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－ 19 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計　県からの支出金について

【2022年度決算/
見込】
その他
収入

【2022年度決算/
見込】
支出総額

【2022年度決算/
見込】総務費

支出

【2022年度決算/
見込】

保険給付費
支出

【2022年度決算/
見込】

事業費納付金
支出

【2022年度決算/
見込】

保健事業費
支出
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－ 20 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計　県からの支出金について

【2022年度決算】
基金積立金

支出

【2022年度決算/
見込】
諸支出金

【2022年度決算/
見込】

その他　支出金

【2022年度決算/
見込】

収入－支出
差引残高

【2022年度決算/
見込】

基金残高
(2023/3/31現在）
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－ 21 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計　県からの支出金について

【2023年度予算】
収入総額

【2023年度予算】
国民健康保険税

収入

【2023年度予算】
国庫支出金

収入

【2023年度予算】
県支出金
収入

【2023年度予算】
繰入金
収入
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－ 22 －

通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計　県からの支出金について

【2023年度予算】
繰越金
収入

【2023年度予算】
諸収入

【2023年度予算】
その他 収入

【2023年度予算】
支出総額

【2023年度予算】
総務費
支出
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通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉑国保会計　県からの支出金について

【2023年度予算】
保険給付費

支出

【2023年度予算】
事業費納付金

支出

【2023年度予算】
保健事業費

支出

【2023年度
予算】

基金積立金
支出

【2023年度予算】
諸支出金

【2023年度
予算】
その他
支出金

【2023年度
予算】

収入－支出
差引残高
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通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

㉒一般会計から国保会計への法定外繰り入れ (円／年）

2021年度決算
総額

2021年度決算
補填等目的

2021年度決算
補填等以外

2022年度決算
　見込　総額

2022年度決算
補填等目的

2022年度決算
補填等以外
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通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

つづき　㉒一般会計からの法定外繰入（円／年）

2023年度予算
総額

2023年度
決算補填等目的

2023年度決算
補填等以外

2021年度
決算額
円／年

2022年度
決算見込み
円／年

2023年度
予算

円／年

㉒一世帯当たりの
法定外繰入額
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通し番号
川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町

合計/平均 

２、国民健康保険について

特
定
健
診

自
己
負
担
有
無

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

有
無

年
度

受
診
率

年
度

受
診
率
見
込

年
度

受
診
率
目
標

申
請
世
帯
数

実
施
世
帯
数

実
施
総
額

申
請
件
数

実
施
件
数

実
施
総
額

公
募

傍
聴

無 無 ○ ○
有 無 ○ ○

無 無 ○ ○
無 無 ○ ○

有 無 ○ ○
有 有 ○ ○

無 無 ○
無 無 ○ ○
無 無 ○
無 無 × ○

有 無 ○ ○
無 無 ○ ○
無 無 ○ ○
無 無 ○ ○

有 有 ○
有 有 ○ ○
有 無

無 無 ○ ○
無 無 ○ ○
無 無 × ○
無 無

有 有 ○ ○
無 有
無 有 ○ ○
無 無 ○ ○

有 無 ○
無 無 ○
無 無
無 無 ○

有 無
有 無 ○
有 無 ○

無 有 ○
無 有 ○ ○
無 有 ○

有 有
無 無

有 有 ○ ○
無 無 ○
無 無 ○
無 無 ○
無 無 × ○
無 無 ○ ○
無 無 ○

有 無
無 無 ○ ○
無 無 ○ ○
無 有 ○
無 有 ○ ○
無 無 ○ ○

有 無 ○
無 無 ○
無 無 ○ ○

有 無 ○ ○
無 無
無 有 ○
無 有 ○
無 有 ○

有 有
無 有
無 有 × ×
無 無
無 有 ○

有の数

㉕新型コロナによる傷病手当金
(2022年度）

㉖国保運
営協議会

㉓特定健診
㉔ 新型コロナによる

保険税減免
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３、障害者医療費および子ども医療費の助成制度について　　　

(1)所得制限
の実施

実施する、
しない

　(2)入院時
食事代補助

以前から実施
23年度から
実施した

実施して
いない

通し番号

川口市 実施する ○
蕨市 実施する ○

戸田市 実施する 全額補助 ○
朝霞市 実施する 一部補助 ○
志木市 実施する ○
和光市 実施する ○
新座市 実施する なし ○

富士見市 実施する 一部補助 ○
ふじみ野市 実施する ○
三芳町 実施する ２市１町においては○
春日部市 実施する ○

草加市 実施する 一部補助 ○
越谷市 実施する － ○
八潮市 実施する 一部補助 ○
三郷市 実施する ○
吉川市 実施する ○
松伏町 実施する ○

さいたま市 実施する ○
鴻巣市 実施する ○
上尾市 実施する 一部補助 ○
桶川市 実施する ○
北本市 実施する ○
伊奈町 実施する 一部補助 ○
川越市 実施する ○

東松山市 実施する ○
坂戸市 実施する 一部補助 ○
鶴ヶ島市 実施する ○
毛呂山町 実施する ○
越生町 実施する ○
滑川町 実施する 全額補助 ○
嵐山町 実施する なし ○
小川町 実施する ○
川島町
吉見町 実施する ○
鳩山町 実施する ○

ときがわ町 実施する ○
東秩父村 実施する 全額補助 ○
所沢市 実施する 一部補助 ○
飯能市 実施する 全額補助 ○
狭山市 実施する ○
入間市 実施する 一部補助 ○
日高市 実施する なし ○
行田市 実施する ○
加須市 実施する 一部補助 ○
羽生市 実施する ○
久喜市 実施する 一部補助 ○
蓮田市 実施する ○
幸手市 実施する ○
宮代町 実施する ○
白岡市 実施する ○
杉戸町 実施する ○
熊谷市 実施する 一部補助 ○
本庄市 実施する 一部補助 ○
深谷市 実施する 補助なし ○
美里町 実施する 一部補助 ○
神川町 実施する （１８歳年度末まで）全額補助 ○
上里町 実施する 全額補助（18歳年度末まで） ○
寄居町 実施する ○
秩父市 実施する ○
横瀬町 実施する 一部補助 ○
皆野町 実施する ○
長瀞町 実施する 制度なし ○

小鹿野町 実施する ○

川
越
比
企

南
部

南
西
部

東
部

県
央

①重度心身障害者医療の公費負担
県基準

①重度心身障害者医療の公費負担県基準
　(３)現物給付について

西
部

利
根

北
部

秩
父

合計/平均 
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通し番号

川口市
蕨市

戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市

富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市

草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市

東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町

小鹿野町
合計/平均 

３、障害者医療費および子ども医療費の助成制度について　　　

入
院

通
院

完
納
要
件

所
得
制
限

入
院
時
食
事
代

補
助

中３まで 中３まで 有 無
高校卒業まで 中学卒業まで 無 無 全額補助
高3まで 中3まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 中学校卒業まで 無 無 一部補助
高校卒業まで 中学卒業まで 有 無
中３まで 中３まで 有 無
高校卒業まで 中学卒業まで 無 無
中３まで 中３まで 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
中３まで 中３まで 無 無
高校卒業まで 中学卒業まで 無 無
高校卒業まで 中学卒業まで 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無 全額補助
高校３年生の年度末まで 高校３年生の年度末まで 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
中学校卒業前まで 中学校卒業前まで 無 無
高３まで 高３まで 無 無
高３まで 中３まで 無 無
高３まで 高３まで 無 無
高3まで 高3まで 無 無 無
高3まで 高3まで 有 無 一部補助
中３まで 中３まで 無 無
高３まで 高３まで 無 無 全額補助
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無 一部補助
中学校卒業まで 中学校卒業まで 無 無
現在中学卒業まで 現在中学卒業まで 無 無
高３まで 高３まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
18歳年度末まで 18歳年度末まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
18歳になった年の年度末 18歳になった年の年度末 無 無
高3まで 高3まで 無 無
高３まで 高３まで 無 無 全額補助
１８歳年度末まで １８歳年度末まで 無 無 全額補助
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
18歳年度末まで 18歳年度末まで 無 無 全額補助
高3まで 高3まで 無 無 全額補助
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無 全額補助
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無 全額補助
高校３年生まで 高校３年生まで 無 無 全額補助
中学校卒業まで 中学校卒業まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無
満18歳に達する日の属する年度の末日まで 満18歳に達する日の属する年度の末日まで 無 無 全額補助
満18歳に達する日以後の最初の３月31日までにある者 満18歳に達する日以後の最初の３月31日までにある者 無 無
中学卒業まで 中学卒業まで 無 無
１８歳に達する年度末まで 中学終了まで 無 無
高校３年生まで 高校３年生まで 無 無
中３まで 中３まで 無 無
高3まで 高3まで 有 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
高3まで 高3まで 無 無 全額補助
18歳年度末まで 18歳年度末まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無 全額補助
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無
１８歳に達する日以後の最初の １８歳に達する日以後の最初の 無 無
高校卒業まで 高校卒業まで 無 無
高3まで 高3まで 無 無

② 子ども医療費助成制度
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 4、後期高齢者医療制度について　

割
負
担
の
被
保

険
者
数

割
負
担
の
被
保

険
者
数

割
負
担
の
被
保

険
者
数

年
度

自
己
負
担 年

度

受
診
率

年
度

受
診
率
　
目
標

補
助
有
り
で

自
己
負
担
有

通し番号

川口市 無 有 ○ 無
蕨市 無 有 ○ 有
戸田市 無 有 ○ 無
朝霞市 無 有 ○ 有
志木市 無 有 ○ 有
和光市 無 有 ○ 無
新座市 無 有 ○ 有
富士見市 無 有 ○ 有

ふじみ野市 無 有 ○ 有
三芳町 無 有 ○ 有
春日部市 無 無 有
草加市 無 有 ○ 無
越谷市 無 有 ○ 有
八潮市 無 有 ○ 有
三郷市 無 有 ○ 有
吉川市 無 無 有
松伏町 無 有 ○ 有
さいたま 無 有 ○ 無
鴻巣市 無 有 ○ 有
上尾市 無 有 ○ 無
桶川市 無 有 有
北本市 無 有 ○ 無
伊奈町 無 有 ○ 有
川越市 無 有 ○ 無
東松山市 無 有 ○ 有
坂戸市 有 有 ○ 有
鶴ヶ島市 無 有 ○ 有
毛呂山町 無 有 ○ 有
越生町 無 有 ○ 有
滑川町 無 有 ○ 有
嵐山町 無 有 ○ 有
小川町 無 有 ○ 有
川島町 無 有 ○ 無
吉見町 無 有 ○ 有
鳩山町 無 有 ○ 有
ときがわ 無 有 ○ 有
東秩父村 無 有 ○ 無
所沢市 無 有 ○ 無
飯能市 無 有 ○ 無
狭山市 無 無 無
入間市 無 有 ○ 無
日高市 無 有 ○ 無
行田市 無 有 ○ 無
加須市 無 有 ○ 有
羽生市 無 有 ○ 無
久喜市 無 有 ○ 有
蓮田市 無 有 ○ 無
幸手市 無 有 ○ 有
宮代町 無 有 ○ 無
白岡市 無 有 ○ 無
杉戸町 無 有 ○ 有
熊谷市 無 有 ○ 有
本庄市 無 有 ○ 無
深谷市 無 有 ○ 無
美里町 無 有 ○ 無
神川町 無 有 ○ 有
上里町※ 無 有 ○ 無
寄居町 無 有 ○ 無
秩父市 無 有 ○ 無
横瀬町 無 有 ○ 無
皆野町 無 有 ○ 無
長瀞町 無 有 ○ 無
小鹿野町 無 有 ○ 有
合計/平均 

⑥健康診査について ⑦
人
間
ド
ッ

ク
補
助

⑧
宿
泊
費

補
助
の
有
無

①
被
保
険
者
数

②
滞
納
者
数

③
短
期
保
険
証
交
付

④
資
産
差
押

実
人
数

⑤医療費
窓口負担割合
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５、介護保険制度について

基準
保険料

第1段階
保険料

基準額
の何倍

最高段階
の保険料

基準額
の何倍

割
負
担

被
保
険
者
数

割
負
担

被
保
険
者
数

割
負
担

被
保
険
者
数

通し番号

川口市
蕨市

戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計/平均 

　
　
①
介
護
保
険

　
　

号
被
保
険
者

③
介
護
保
険
料
の
段
階

④
給
付
制
限

制
裁
措

置
）

受
け
て
い
る

②第1号介護保険被保険者の保険料の金額
④

号
滞
納
者
数

⑤利用料自己負担割合別
被保険者数
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通し番号

川口市
蕨市

戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計/平均 

５、介護保険制度について

⑥第1号被保険者の要支援者、要介護者の認定者数 ⑦第２号被保険者の要支援者、要介護者の認定者数

要
支
援

要
支
援

要
介
護

要
介
護

要
介
護

要
介
護

要
介
護

合
計

要
支
援

要
支
援

要
介
護

要
介
護

要
介
護

要
介
護

要
介
護

合
計
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通し番号

川口市
蕨市

戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市

富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市

東松山市
坂戸市

鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町

小鹿野町
合計/平均 

５、介護保険制度について

⑧要介護認定更新の区分変更の結果 　

2020年度
更新
全件数

2021年度
更新
全件数

2022年度
更新
全件数

2020年
度

軽度

2021年
度
軽度

2022年
度
軽度

2020年
度変更
なし

2021年
度変更
なし

2022年
度変更
なし

2020年
度重度

2021年
度
重度

2022年
度
重度

年度
認定
外

年度
認定
外

年度
認定
外
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通し番号

川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市

富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市

東松山市
坂戸市

鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町

小鹿野町
合計/平均 

５、介護保険制度について

申請減免

受付

申請減免

実施

申請減免

実施総額

申請減免

受付

申請減免

実施

申請減免

実施総額

内
、

要
介
護

未確定。確定後回答

⑩利用料、条例等独自減免・助成
(2022年度）

⑪
特
養
ホ
ー

ム

入
所
待
機
数

⑨介護保険料、条例等独自減免
(2022年度）
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通し番号

川口市
蕨市

戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市

富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市

東松山市
坂戸市

鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町

小鹿野町
合計/平均 

５、介護保険制度について
　⑫地域包括支援 センター ⑬地域密着型サービスの各事業

直
営

委
託

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

⑫地域包括支援
センター

⑬ (1)定期巡回・随時
対応型訪問介護看護

⑬(2)夜間対応型
訪問看護

⑬(3)認知症対応型
通所介護

⑬(4)小規模多機能型
居宅介護

⑬(5)認知症対応型
共同生活介護

⑬(6)地域密着型特定
施設入居者生活介護
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通し番号

川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市

富士見市
ふじみ野市

三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町

さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市

東松山市
坂戸市

鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町

ときがわ町

東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町

小鹿野町
合計/平均 

５、介護保険制度について
つづき　⑬地域密着型サービスの各事業

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

事
業
所
数

利
用
実
人
数

現
行
相
当

サ
ー

ビ
ス

事
業
所
数

緩
和

訪
問
型
Ａ

事
業
所
数

住
民
主
体

訪
問
型
Ｂ

団
体
数

現
行
相
当

サ
ー

ビ
ス

事
業
所
数

緩
和

通
所
型
Ａ

事
業
所
数

住
民
主
体

通
所
柄
Ｂ

団
体
数

(7)地域密着型介護老人
福祉施設入居者

生活介護

(8)看護小規模
多機能型居宅介護

(9)地域密着型
通所介護

⑭介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について

⑭(1)訪問型サービス ⑭(2)通所型サービス
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６、障害者福祉について　　　　　　

通し番号

さいたま市 さいたま さいたま市福祉事務所 さいたま市保健所 さいたま市

朝霞市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 朝霞市

志木市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 志木市

和光市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 和光市

新座市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 新座市

富士見市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 富士見市
ふじみ野市 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 ふじみ野市

三芳町 南西部 西部福祉事務所 朝霞保健所 三芳町

越谷市 東部 東部中央福祉事務所 越谷市保健所 越谷市
春日部市 東部 東部中央福祉事務所 春日部保健所 春日部市
松伏町 東部 東部中央福祉事務所春日部保健所松伏町
草加市 東部 東部中央福祉事務所草加保健所 草加市

八潮市 東部 東部中央福祉事務所草加保健所 八潮市

三郷市 東部 東部中央福祉事務所草加保健所 三郷市

吉川市 東部 東部中央福祉事務所草加保健所 吉川市

川口市 南部 東部中央福祉事務所川口保健所 川口市

蕨市 南部 東部中央福祉事務所川口保健所 蕨市

戸田市 南部 東部中央福祉事務所川口保健所 戸田市

鴻巣市 県央 東部中央福祉事務所鴻巣保健所 鴻巣市

上尾市 県央 東部中央福祉事務所鴻巣保健所 上尾市

桶川市 県央 東部中央福祉事務所鴻巣保健所 桶川市

北本市 県央 東部中央福祉事務所鴻巣保健所 北本市

伊奈町 県央 東部中央福祉事務所鴻巣保健所 伊奈町

川越市 川越比企 西部福祉事務所川越市保健所川越市
東松山市 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所東松山市
滑川町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所滑川町
嵐山町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所嵐山町
小川町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所小川町
川島町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所川島町
吉見町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所吉見町
ときがわ町 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所ときがわ町
東秩父村 川越比企 西部福祉事務所東松山保健所東秩父村
坂戸市 川越比企 西部福祉事務所坂戸保健所 坂戸市

鶴ヶ島市 川越比企 西部福祉事務所坂戸保健所 鶴ヶ島市

毛呂山町 川越比企 西部福祉事務所坂戸保健所 毛呂山町

越生町 川越比企 西部福祉事務所坂戸保健所 越生町

鳩山町 川越比企 西部福祉事務所坂戸保健所 鳩山町

所沢市 西部 西部福祉事務所狭山保健所 所沢市

飯能市　 西部 西部福祉事務所狭山保健所 飯能市

狭山市 西部 西部福祉事務所狭山保健所 狭山市

入間市 西部 西部福祉事務所狭山保健所 入間市

日高市 西部 西部福祉事務所狭山保健所 日高市

行田市 利根 東部中央福祉事務所 加須保健所 行田市

加須市 利根 東部中央福祉事務所 加須保健所 加須市

羽生市 利根 東部中央福祉事務所 加須保健所 羽生市

久喜市 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 久喜市

蓮田市 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 蓮田市

幸手市 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 幸手市

白岡市 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 白岡市

宮代町 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 宮代町

杉戸町 利根 東部中央福祉事務所 幸手保健所 杉戸町

熊谷市 北部 北部福祉事務所熊谷保健所 熊谷市

深谷市 北部 北部福祉事務所熊谷保健所 深谷市

寄居町 北部 北部福祉事務所熊谷保健所 寄居町

本庄市 北部 北部福祉事務所本庄保健所 本庄市

美里町 北部 北部福祉事務所本庄保健所 美里町

神川町　 北部 北部福祉事務所本庄保健所 神川町

上里町 北部 北部福祉事務所本庄保健所 上里町

秩父市 秩父 秩父福祉事務所秩父保健所 秩父市

横瀬町 秩父 秩父福祉事務所秩父保健所 横瀬町

皆野町 秩父 秩父福祉事務所秩父保健所 皆野町

長瀞町 秩父 秩父福祉事務所秩父保健所 長瀞町

小鹿野町 秩父 秩父福祉事務所秩父保健所 小鹿野町

合合計計 合合計計

県
外

保
健
医
療
圏
順

障
害
保
健
福
祉
圏
域
順

①
身
体
障
害
者

手
帳
交
付
数

②
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳

交
付
件
数

③
知
的
障
害
者
療

育
手
帳
交
付
数

自
治
体

保
健
所

福
祉
事
務
所

障
害
保
健
福
祉
圏
域

自
治
体

入
所
支
給

決
定
者

合
計

市
内
・
障
害
保

健
福
祉
圏
域
内

④
市
内
障
害
者

支
援
入
所
施
設
数

④
市
内
障
害
者

支
援
入
所
施
設

定
員
人
数

⑤障害者支援施設入所支給決定

障
害
保
健
福
祉

圏
域
外
・
県
内
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通し番号

さいたま市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

越谷市

春日部市

松伏町

草加市

八潮市

三郷市

吉川市

川口市

蕨市

戸田市

鴻巣市

上尾市

桶川市

北本市

伊奈町

川越市

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

ときがわ町

東秩父村

坂戸市

鶴ヶ島市

毛呂山町

越生町

鳩山町

所沢市

飯能市　

狭山市

入間市

日高市

行田市

加須市

羽生市

久喜市

蓮田市

幸手市

白岡市

宮代町

杉戸町

熊谷市

深谷市

寄居町

本庄市

美里町

神川町　

上里町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

合合計計

障
害
保
健
福
祉
圏
域
順

自
治
体

６、障害者福祉について　　　　　　

待
機
者

区
分
１

区
分
２

区
分
３

区
分
４

区
分
５

区
分
６

総
定
員

社
会
福
祉

法
人

ホ
ー

ム

設
置
数

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人

ホ
ー

ム

設
置
数

医
療
法
人

ホ
ー

ム

設
置
数

株
式
会
社

ホ
ー

ム

設
置
数

そ
の
他

設
置
数

⑥障害者支援施設　待機者 ⑧市内グループホーム設立団体と設置ホーム数
⑦
市
内
グ
ル
ー

プ

ホ
ー

ム
施
設
数
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通し番号

さいたま市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

越谷市

春日部市

松伏町

草加市

八潮市

三郷市

吉川市

川口市

蕨市

戸田市

鴻巣市

上尾市

桶川市

北本市

伊奈町

川越市

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

ときがわ町

東秩父村

坂戸市

鶴ヶ島市

毛呂山町

越生町

鳩山町

所沢市

飯能市　

狭山市

入間市

日高市

行田市

加須市

羽生市

久喜市

蓮田市

幸手市

白岡市

宮代町

杉戸町

熊谷市

深谷市

寄居町

本庄市

美里町

神川町　

上里町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

合合計計

障
害
保
健
福
祉
圏
域
順

自
治
体

６、障害者福祉について　　　　　　

県
外

区
分
１

区
分
２

区
分
３

区
分
４

区
分
５

区
分
６

○

○

○

家賃助成

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

⑩グループホーム自治体単独補助
ありの場合

⑨グループホーム支給決定者

あ
り
の
内

施
設
整
備

あ
り
の
内

運
営
費

あ
り
の
内

上
乗
せ
補
助

あ
り
の
内

そ
の
他

内障害者支援区分

市
内

グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム
支
給
決
定
者

単
独
補
助
な
し

県
内
・
障
害
保

健
福
祉
圏
域
外

市
外
・
障
害
保

健
福
祉
圏
域
内
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通し番号

さいたま市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

越谷市

春日部市

松伏町

草加市

八潮市

三郷市

吉川市

川口市

蕨市

戸田市

鴻巣市

上尾市

桶川市

北本市

伊奈町

川越市

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

ときがわ町

東秩父村

坂戸市

鶴ヶ島市

毛呂山町

越生町

鳩山町

所沢市

飯能市　

狭山市

入間市

日高市

行田市

加須市

羽生市

久喜市

蓮田市

幸手市

白岡市

宮代町

杉戸町

熊谷市

深谷市

寄居町

本庄市

美里町

神川町　

上里町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

合合計計

障
害
保
健
福
祉
圏
域
順

自
治
体

６、障害者福祉について　　　　　　

年
間
延
べ

利
用
人
数

延
べ
支
給
量

日

年
間
実
利
用

実
人
数

月
間
最
も
多

い
支
給
日
数

医
療
的
ケ
ア

児
の
シ
ョ
ー

ト
実
利
用
者

初
乗
り
料

金

枚
）

金
額

透
析
患
者

等

枚
）

ガ
ソ
リ
ン

補
助
券

円
その他、電車・

バス利用料

54又は36 27,000又は18,000

①12,000　②6,000

18,000～22,320

最大９０ 最大45,000 年間90 最大36,000

初乗り運賃相当額

１㍑当たり50

初乗り運賃

実費の50%

⑪ショートステイの利用状況
⑫福祉タクシー利用料金助成

39 ページ



－ 40 －

通し番号

さいたま市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

富士見市

ふじみ野市

三芳町

越谷市

春日部市

松伏町

草加市

八潮市

三郷市

吉川市

川口市

蕨市

戸田市

鴻巣市

上尾市

桶川市

北本市

伊奈町

川越市

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

川島町

吉見町

ときがわ町

東秩父村

坂戸市

鶴ヶ島市

毛呂山町

越生町

鳩山町

所沢市

飯能市　

狭山市

入間市

日高市

行田市

加須市

羽生市

久喜市

蓮田市

幸手市

白岡市

宮代町

杉戸町

熊谷市

深谷市

寄居町

本庄市

美里町

神川町　

上里町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

合合計計

障
害
保
健
福
祉
圏
域
順

自
治
体

６、障害者福祉について　　　　　　

⑭専門相談員の不足からくる問題について

説
明
し
て

い
る

説
明
し
て

い
な
い

勧奨を継続
しながら継
続的支給

勧奨を継続し
ながら、更新
期間を短くし

て支給

勧奨を継続
しながら、
制限期間を
設けて支給

そのまま継続 打ち切り
障害福祉サービ
スの利用者
実人数

うち、セルフプラ
ンを行っている

実人数

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ 約1,250 約160

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

介護保険に一律優先しないこ
とを利用者に

６５歳になったときに、要介護認定調査、未申請の人について
障害者福祉サービスの継続的支給を

セ
ル
フ
プ
ラ
ン
で

実
施
し
て
い
る

実
人
数

⑬６５歳での介護保険への移行について
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７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人

川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町 　 　 　 　
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

④認定こども園
(1)幼保連携型認定こども園

①公立保育所 ③民間認可保育所②公設民営保育所
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人
年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人

④認定こども園
(2)幼稚園型認定こども園

⑤その他の保育施設
家庭的保育事業所

⑤その他の保育施設
小規模保育事業所

④認定こども園
地方裁量型認定こども園

④認定こども園
(3)保育所型認定こども

園
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

年

数
（

カ
所

年

数
（

カ
所

年

定
数
（

人
年

定
数
（

人

そ
の
う
ち

不
承
諾
通
知
の

児
童
数

公
立
保
育
所
数

　
増
加

人

公
立
保
育
所
数

減
少

人

公
設
民
営
保
育
所
数

増
加
人
数

公
設
民
営
保
育
所
数

減
少

人

民
間
認
可
保
育
所
数

増
加

人

民
間
認
可
保
育
所
数

減
少

人

認
定
こ
ど
も
園
数

増
加

人

認
定
こ
ど
も
園
数

減
少

人

地
域
型
保
育
事
業
数

増
加

人

地
域
型
保
育
事
業
数

減
少

人

不明

⑦受け入れ児童数の増減
（2022/4/1と2023/4/1との比較）

⑥
入
所
申
込
み
児
童
数

⑤その他の保育施設
幼稚園
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

公
立
保
育
所

人

同
　
施
設
数

公
設
民
営

保
育
所

人

同
　
施
設
数

民
間
認
可

保
育
所

人

同
　
施
設
数

認
定
こ
ど
も
園

人

同
　
施
設
数

地
域
型
保
育

事
業

人

同
　
施
設
数

公
立
保
育
所

保
育
士
の
加
配

公
設
民
営
認
可
保
育

所

加
配

民
間
認
可
保
育
所

障
害
児
加
算

認
定
こ
ど
も
園

障
害
児
加
算

地
域
型
保
育
事
業

障
害
児
加
算

○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○

○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○
○
○ ○

○
○

○ ○

○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○

○
○ ○

⑨保育施設への障害児加算、
市の独自加算の有無

⑧障害児を受け入れる保育施設
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

正
規
雇
用
の

保
育
士
数

非
正
規
雇
用

保
育
士
数

無
資
格
保
育
助
手
を

採
用
し
て
い
る

公
立
保
育
所
数

正
規
雇
用
の

保
育
士
数

非
正
規
雇
用

保
育
士
数

無
資
格
保
育
助
手
を

採
用
し
て
い
る

公
立
認
可
保
育
所
数

施
設
整
備
費
総
額

増
加

施
設
整
備
費
総
額

減
少

内
公
立
保
育
所
分
／

増
加

内
公
立
保
育
所
分
／

減
少

無
有

無
有

無
無
無
無
無
無

有
有

無
無
無
無
無
無

有
無
無
無

有
無

有
無
無

有
有

無
無
無
無
無
無
無

有
無
無

有
有
有

無
有

無
無
無
無

有
有

無
無
無

有
無
無

有
有

無
無

有
有
有

（有の数）

⑩保育士数
公設民営保育所

⑪
保
育
料
の
軽
減
措
置
等
の
実

施

⑬施設整備費の増減(千円）
⑩保育士数
公立保育所
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市

鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市

毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町
白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

７７、、子子育育てて支支援援ににつついいてて

学
童
保
育
数年

カ
所

学
童
保
育
数年

カ
所

支
援
の
単
位
数

年

カ
所

支
援
の
単
位
数

年

カ
所

学
童
保
育
の
定
数

年

人

学
童
保
育
の
定
数

年

人

内
、

待
機
児
童
数

同
　
ク
ラ
ブ
数

正
規
雇
用
指
導
員
数

非
正
規
雇
用

指
導
員
数

委託のため不明

⑰学童
指導員数

(人)
⑭学童保育(放課後児童クラブ)の数と定数

⑮
学
童
保
育
に

年
４

月
か
ら
の
入
所
を
申
し
込
ん
だ

児
童
数

⑯
障
害
児
受
入
数
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８、生活保護制度について

％ ％ ％ ％

川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

①生活保護
②生活保護世帯の構成割合

世帯数
2022年4/1

人数
2022年4/1

世帯数
2023年4/1

人数
2023年4/1

高
齢
者
世
帯
数

疾
病
･
障
害

世
帯
数

そ
の
他
世
帯
数

母
子
世
帯
数
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

８、生活保護制度について

2021年度2022年度 2022年度

増
（

人
）

⑦
査
察
指
導
員
数

　
⑦
現
業
員
数

⑦現業員
増減

減
（

人
）

⑥辞退届で廃止
世帯数

⑤新規開始世帯数

2021年度 2022年度

③窓口
相談件数

④新規申請世帯数

2022年度 2021年度2021年度

川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

８、生活保護制度について

⑦
監
査
で
指
摘
さ
れ
た

現
業
員
不
足
数

⑦現業員1人あたりの申請取
扱数

2021年度 2022年度

⑦現業員
不足数

⑦現業員1人あたり
担当世帯数

2022年

現在

2023年

現在

2023年

現在

2023年

現在

2022年

現在

2022年

現在
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

８、生活保護制度について

⑦
監
査
で
指
摘
さ
れ
た

現
業
員
不
足
数

⑦現業員1人あたりの申請取
扱数

2021年度 2022年度

⑦現業員
不足数

⑦現業員1人あたり
担当世帯数

2022年

現在

2023年

現在

2023年

現在

2023年

現在

2022年

現在

2022年

現在
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

８、生活保護制度について

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○

○
○
○

⑨生活困窮者自立支援制度

新
規
相
談
者

受
付
件
数

就
労
者
数

自立相談支援 法定事業等

⑧
扶
養
照
会
に
つ
い
て
、

厚
労
省
と
県
の
通
知

に
沿
っ

て
リ
ー

フ
レ
ッ

ト
を
変
更
し
た
場

合
〇
印

就
労
支
援

対
象
者
数

プ
ラ
ン
作
成

件
数

就
労
準
備

支
援
事
業

利
用
者
累
計

一
時
生
活
支
援

事
業
利
用
者

累
計

家
計
相
談
支
援

事
業
利
用
者

累
計

子
ど
も
の

学
習
支
援

事
業
利
用
者

実
人
数

住
宅
確
保
給
付
金

支
給
決
定
件
数
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川口市
蕨市
戸田市
朝霞市
志木市
和光市
新座市
富士見市
ふじみ野市
三芳町
春日部市
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町
さいたま市
鴻巣市
上尾市
桶川市
北本市
伊奈町
川越市
東松山市
坂戸市
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町
嵐山町
小川町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
東秩父村
所沢市
飯能市
狭山市
入間市
日高市
行田市
加須市
羽生市
久喜市
蓮田市
幸手市
宮代町

白岡市
杉戸町
熊谷市
本庄市
深谷市
美里町
神川町
上里町
寄居町
秩父市
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
合計 

通し番号

８、生活保護制度について

⑩生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の実施方法等

委託 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会
委託 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
委託 労働者協同組合 ワーカーズコープ・センター事業団
直営
委託 社会福祉法人 志木市社会福祉協議会
委託 社会福祉法人　労働者協同組合和光市社会福祉協議会、ワーカーズ・センター事業団、章佑会
直営
委託 社会福祉協議会 富士見市社会福祉協議会
委託 社会福祉法人 ふじみ野市社会福祉協議会

直営
委託 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
委託 労働者協同組合 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
委託 労働協同組合 労働協同組合ワーカーズ・コープ事業団
直営
直営

直営
委託 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
直営

直営＋委託 公益社団法人 埼玉県社会福祉士会
直営

委託 NPO法人 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
学習支援事業のみ委託一般社団法人 彩の国子ども・若者支援ネットワーク

委託 労働者協同組合 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団埼玉事業本部
委託 社会福祉法人 鶴ヶ島市社会福祉協議会

委託 社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
直営
委託 社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会

直営+委託 公益社団法人 埼玉県社会福祉士会
委託 社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
委託 社会福祉法人 行田市社会福祉協議会

直営＋委託 公益社団法人 埼玉県社会福祉士会
直営
委託 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会
直営
委託 社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会

委託 社会福祉法人 白岡市社会福祉協議会

直営
委託 社会福祉法人 本庄市社会福祉協議会
委託 NPO法人 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

直営

委託先区分
(株式会社、NPO法人等)

委託先業者、団体名
実施方法

(直営又は委託
などの区別)
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８、生活保護制度について 【さいたま市10区】

％ ％ ％ ％

通し番号

西区
北区
大宮区
見沼区
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
岩槻区
合計

P５２

世帯数
2022年

人数
2022年

世帯数
2023年

人数
2023年

高
齢
者
世
帯
数

母
子
世
帯
数

疾
病
･
障
害

世
帯
数

そ
の
他
世
帯
数

年度
2022年
度

①生活保護
②生活保護世帯の構成割合

③窓口
相談件数

通し番号

西区
北区
大宮区
見沼区
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
岩槻区
合計

８、生活保護制度について 【さいたま市10区】

平均 平均 平均 平均 平均 平均

P５２

年

現在

年

現在
年度

2022年
度

2021年
度

2022年
度

④新規申請世
帯数

⑤新規開始世
帯数

⑥辞退届
で廃止
世帯数 ⑦

査
察
指
導
員
数

　
⑦
現
業
員
数

⑦現業員
増減

⑦現業員
不足数

年度 年度

増
（

人
）

減
（

人
）

年

現在

年

現在

⑦現業員1人あたり
担当世帯数

⑦現業員1人
あたりの申
請取扱数

⑦
監
査
で
指
摘
さ
れ
た

現
業
員
不
足
数年度 年度

年

現在

年

現在
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８、生活保護制度について 【さいたま市10区】

％ ％ ％ ％

通し番号

西区
北区
大宮区
見沼区
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
岩槻区
合計

P５２

世帯数
2022年

人数
2022年

世帯数
2023年

人数
2023年

高
齢
者
世
帯
数

母
子
世
帯
数

疾
病
･
障
害

世
帯
数

そ
の
他
世
帯
数

年度
2022年

度

①生活保護
②生活保護世帯の構成割合

③窓口
相談件数

通し番号

西区
北区
大宮区
見沼区
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
岩槻区
合計

８、生活保護制度について 【さいたま市10区】

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

就
労
準
備

支
援
事
業

利
用
者
累
計

一
時
生
活
支
援

事
業
利
用
者

累
計

プ
ラ
ン
作
成

件
数

就
労
支
援

対
象
者
数

就
労
者
数

家
計
相
談
支
援

事
業
利
用
者

累
計

子
ど
も
の

学
習
支
援

事
業
利
用
者

実
人
数

住
宅
確
保
給
付
金

支
給
決
定
件
数

⑧
扶
養
照
会
に
つ
い
て
、

厚

労
省
と
県
の
通
知

に
沿
っ

て
リ
ー

フ
レ
ッ

ト
を

変
更
し
た
場
合
〇
印

⑨生活困窮者自立支援制度

自立相談支援 法定事業等

新
規
相
談
者

受
付
件
数

通し番号

西区
北区
大宮区
見沼区
中央区
桜区
浦和区
南区
緑区
岩槻区
合計

⑩生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の実施方法等

直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －
直営 － －

委託先区分
(株式会社、NPO法

人等)
委託先業者、団体名

実施方法
(直営又
は委託な
どの区
別)
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９、その他

川口市 要介護1～3 要介護4・5
蕨市
戸田市 １，２，３の一部 ３の一部、４，５
朝霞市
志木市 なし なし
和光市 なし なし
新座市 要介護区分による判定をしていない 要介護区分による判定をしていない
富士見市 ２～３ ４・５
ふじみ野市 2 ・３ ４・５
三芳町 要介護１・要介護２・要介護３ 要介護４・要介護５
春日部市 1・2 3・4・5
草加市 要介護1～3 要介護４～５
越谷市 基準無し 基準無し
八潮市 要介護１～３ 要介護３～５
三郷市 なし なし
吉川市
松伏町
さいたま
鴻巣市 １～２ ３～５
上尾市 日常生活自立度(障害高齢者及び認知症高齢者) 日常生活自立度(障害高齢者及び認知症高齢者)
桶川市 1・2 3・4・5
北本市 要介護1 要介護3
伊奈町 3～5
川越市 要介護４、５
東松山市 日常生活自立度(障害高齢者及び認知症高齢者) 日常生活自立度(障害高齢者及び認知症高齢者)
坂戸市 なし なし
鶴ヶ島市
毛呂山町
越生町
滑川町 なし なし
嵐山町 要支援または要介護 3以上
小川町 該当なし 4・５
川島町 4・５
吉見町
鳩山町
ときがわ
東秩父村
所沢市 ※注釈に掲載 ※注釈に掲載
飯能市 要介護1～3 要介護1～5
狭山市
入間市 4・５
日高市 1･2･3 4・５
行田市
加須市 １以上 3以上
羽生市
久喜市 1～2 3～5
蓮田市 介護１～介護３ 介護４・介護５
幸手市 1・2 3・4・5
宮代町
白岡市 なし なし
杉戸町
熊谷市
本庄市 4・５
深谷市 4・５
美里町 4・５
神川町 2・3 4・５
上里町 4・５
寄居町 4・５
秩父市 支援２、介護１、介護２、介護３ 介護４、介護５
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町 無 無
合計 

通し番号

普通障害者
控除認定書
発行件数

「市町村長や福祉事務所長に認定」について。
要介護認定を参考にした基準など

普通障害者控除該当する介護保険法介護区分 特別障害者控除該当する介護保険法介護区分

①65歳以上の高齢者で障
害者に準じる「市町村長
等や福祉事務所長の認定
を受けている」方の障害

者控除

特別障害者
控除認定書
発行件数
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注釈一覧（市町村別）

医療圏順
NO、

自治体名 通し番号 分野 内容

新座市 国保 R5.4.4時点

新座市 国保 R4.12.31時点

三芳町 医療費助成①重度心身現物給付、以前より実施。※２市１町においては○。

越谷市 国保 見込み

越谷市 障害者福祉（令和５年２月末）

さいたま市 生保 445-447、449,451,453､456,458,460,471,474,477-485  ※2023年２月末の数値

さいたま市 生保 ※世帯数未確定のため算出できず

さいたま市 子育て ※R4.4.1時点

さいたま市 子育て 392-403、408-413､429-430、436、438-442　集計中

北本市 障害者福祉※区分なしの方が2人

北本市 障害者福祉※2022年4月利用分～2023年2月利用分まで

所沢市 その他
要介護１から３の方（日常自立度がC1・C２もしくは認知症の日常生活自立度が４・Mの
方を除く）

所沢市 その他
要介護４・５及び要介護度1から３の方で日常生活自立度がC１・C２もしくは認知症の日
常生活自立度が４・Mの方

上里町 後期 自己負担あり。補助上限を超えた分

入間市 介護 266．268．270．272．274．276. 278．280．282は令和５年２月分利用者数

杉戸町 国保 6月末まで抽出不可能

【項目の削除　】　集計中、抽出不可、制度なし、－（ハイフン）、未集計、未把握、不明、未実施など記載箇所は空欄にしております。

55 ページ
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           市町村アンケート  1 

  

22002233 年年度度自自治治体体要要請請キキャャララババンン  

2023年 3月 13日（3月 22日/24日/29日/4月 14日訂正） 

市市町町村村アアンンケケーートト                      埼玉県社会保障推進協議会 

市町村名             通し番号(1) 

担当部署名                (2) 

担当者名                 (3) 

電話番号                 (4) 

下記の項目についてご回答をお願いします。 

なお、特に明記していない場合は、2023年 4月 1日現在とします。 

 

記 

 

１、市町村の人口と世帯数について                    
①市町村の人口  人(通し番号 5)、世帯数    世帯(6) 

②年齢階層 3区分別人口      0～14歳     人(7) 

15～64歳     人(8) 

65～74歳     人(9) 

                75歳以上     人(10) 

２、国民健康保険制度について                    
①加入世帯数      世帯(11) 

②被保険者数       人(12) 

③年齢階層別被保険者数      0～14歳       人(13) 

15～64歳       人(14) 

65～74歳       人(15) 

④加入者数ごとの世帯数     1人世帯       世帯(16) 

                2人世帯       世帯(17) 

                3人以上世帯     世帯(18) 

⑤所得階層別世帯数 

    所得 100万円以下    世帯(無申告、所得不明世帯含む)(19) 

    所得 100万円超 300万円以下    世帯(20) 

    所得 300万円超          世帯(21) 

⑥滞納世帯と加入世帯比率（資格喪失者は含まない） 

           世帯数      世帯数(22) 

           加入世帯比    ％(23) 

⑦所得別の滞納世帯数（2023/4/1現在とし、その時点での資格喪失者は含まない) 

(所得は世帯の合計所得で、課税所得ではなく総所得） 

所得 100万円未満の滞納世帯数(無申告世帯・所得不明世帯も含む) 

     世帯(24) 

   所得 100万円以上～300万円未満の滞納世帯数       世帯(25) 

所得 300万円以上の滞納世帯数              世帯(26) 

⑧滞納による単独財産差押え状況(2022/4/1～2023/3/31) 

 不動産  件(27)、預貯金  件(28)、生命保険  件(29)(内学資保険  件(30))、 

 物品  件(31)、給与  件(32)、年金  件(33)、税還付金  件(34) 

   総件数   件(35) 



－ 57 －

           市町村アンケート  1 

  

22002233 年年度度自自治治体体要要請請キキャャララババンン  

2023年 3月 13日（3月 22日/24日/29日/4月 14日訂正） 

市市町町村村アアンンケケーートト                      埼玉県社会保障推進協議会 

市町村名             通し番号(1) 

担当部署名                (2) 

担当者名                 (3) 

電話番号                 (4) 

下記の項目についてご回答をお願いします。 

なお、特に明記していない場合は、2023年 4月 1日現在とします。 

 

記 

 

１、市町村の人口と世帯数について                    
①市町村の人口  人(通し番号 5)、世帯数    世帯(6) 

②年齢階層 3区分別人口      0～14歳     人(7) 

15～64歳     人(8) 

65～74歳     人(9) 

                75歳以上     人(10) 

２、国民健康保険制度について                    
①加入世帯数      世帯(11) 

②被保険者数       人(12) 

③年齢階層別被保険者数      0～14歳       人(13) 

15～64歳       人(14) 

65～74歳       人(15) 

④加入者数ごとの世帯数     1人世帯       世帯(16) 

                2人世帯       世帯(17) 

                3人以上世帯     世帯(18) 

⑤所得階層別世帯数 

    所得 100万円以下    世帯(無申告、所得不明世帯含む)(19) 

    所得 100万円超 300万円以下    世帯(20) 

    所得 300万円超          世帯(21) 

⑥滞納世帯と加入世帯比率（資格喪失者は含まない） 

           世帯数      世帯数(22) 

           加入世帯比    ％(23) 

⑦所得別の滞納世帯数（2023/4/1現在とし、その時点での資格喪失者は含まない) 

(所得は世帯の合計所得で、課税所得ではなく総所得） 

所得 100万円未満の滞納世帯数(無申告世帯・所得不明世帯も含む) 

     世帯(24) 

   所得 100万円以上～300万円未満の滞納世帯数       世帯(25) 

所得 300万円以上の滞納世帯数              世帯(26) 

⑧滞納による単独財産差押え状況(2022/4/1～2023/3/31) 

 不動産  件(27)、預貯金  件(28)、生命保険  件(29)(内学資保険  件(30))、 

 物品  件(31)、給与  件(32)、年金  件(33)、税還付金  件(34) 

   総件数   件(35) 

           市町村アンケート  2 

⑨換価(現金化)し滞納金に充当した実件数と金額 

2022/4/1～2023/3/31       件(36)、       円(37) 

⑩2022年度に執行した滞納処分の停止実施状況 

(地方税法 15条、国税徴収法 153条による分類) 

      無財産    件(38) 金額    円(39) 

      生活困窮   件(40) 金額    円(41) 

      所在不明   件(42) 金額    円(43) 

      総件数    件(44) 金額    円(45) 

⑪資格証明書の発行世帯数     世帯(46) 

⑫短期保険証の発行・交付 

発行世帯数      世帯(47)、被保険者数     人(48) 

有効期間(☑で記入してください) 

     □6ヵ月 □4ヵ月 □3ヵ月 □1ヵ月(49) 

⑬被保険者証の窓口留置数 

通常の保険証窓口留置数   世帯(50)、内住所不明   世帯(51) 

短期保険証の窓口留置数   世帯(52)、内住所不明   世帯(53) 

資格証明書の窓口留置数   世帯(54)、内住所不明   世帯(55) 

⑭健康保険法の一部改正法(令和 3 年法律第 66 号)の施行に伴う令和 4 年度から実施

の、未就学児の国保税の均等割額の軽減について、所得軽減措置世帯別の見込み数を

教えてください。 

 「軽減なし世帯見込数(5割軽減)」 世帯数  世帯(56)、未就学児数  人(57) 

 「2割軽減世帯見込数(6割軽減)」  世帯数  世帯(58)、未就学児数  人(59) 

 「5割軽減世帯見込数(7.5割軽減)」 世帯数  世帯(60)、未就学児数  人(61) 

 「7割軽減世帯見込数(8.5割軽減)」 世帯数  世帯(62)、未就学児数  人(63) 

⑮多子世帯の子どもの均等割軽減の制度がある場合について 

   対象 年齢等 【               】(64) 

   所得制限    なし・あり【         】(65)(66) 

   申請の有無   なし・あり(67) 

   減免の割合   【               】(68) 

   対象者世帯と人数      世帯(69)、    人(70) 

   2022年度減免額実績               円(71) 

   2023年度減免見込み額(予算)           円(72) 

⑯保険税の減免実施状況（2022/4/1～2023/3/31） 

  法定(7割 5割 2割)軽減実施の世帯数と軽減額 

    7割軽減   世帯(73)、   円(74) 

    5割軽減   世帯(75)、   円(76) 

    2割軽減   世帯(77)、   円(78) 

    その他   世帯(79)、   円(80) 

    合計     世帯(81)、   円(82) 

⑰国保法 77条による条例等による保険税減免を申請した世帯数   世帯(83) 

  同、申請減免を実施した世帯数と内訳 

総世帯数   世帯(84)、金額   円(85) 

   内訳 災害等によるもの          世帯(86) 

      事業廃止等著しい所得減少      世帯(87) 

      低所得による生活困窮        世帯(88) 

      65歳以上、旧被扶養者        世帯(89) 
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      その他               世帯(90) 

⑱国保法 44条による条例等による一部負担金減免について 

申請減免を受付した世帯数（2022/4/1～2023/3/31）    世帯(91) 

申請減免を実施した世帯数（2022/4/1～2023/3/31）    世帯(92) 

申請減免を実施した総額 （2022/4/1～2023/3/31）    円(93) 

⑲(1)2023年度の保険税率等(国保医療分) 

    所得割         (％)(94) 

    資産割         (％)(95) 

    均等割         (円)(96) 

    平等割         (円)(97) 

    賦課限度額       (万円)(98) 

(2)2023年度の保険税率等(後期高齢者医療支援分) 

    所得割         (％)(99) 

    均等割         (円)(100) 

    賦課限度額       (万円)(101) 

(3)2023年度の保険税率等(介護保険分) 

    所得割         (％)(102) 

    均等割         (円)(103) 

    賦課限度額       (万円)(104) 

⑳次の(1)～(3)の条件で、年間で支払う国保税額 

(資産割はゼロと仮定、軽減される世帯の場合は軽減後の国保税額) 

(1)一人世帯(63歳) 

所得 100万円の世帯の国保税額          円／年(105) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(106) 

(2)二人世帯(夫 63歳、妻 63歳、妻の収入はゼロ) 

所得 100万円の世帯の国保税額          円／年(107) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(108) 

(3)四人世帯(夫 45歳、妻 45歳で収入ゼロ、子どもは高校生 1人、中学生１人) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(109) 

所得 300万円の世帯の国保税額          円／年(110) 

㉑国保会計決算、県からの支出金について 

（2021年度決算） 

収入総額                   円(111) 

     国民健康保険税              円(112) 

     国庫支出金                円(113) 

     県支出金                 円(114) 

     繰入金                  円(115) 

     繰越金                  円(116) 

     諸収入                  円(117) 

     その他                  円(118) 

 

支出総額                   円(119) 

     総務費                  円(120) 

     保険給付費                円(121) 

     事業費納付金               円(122) 

     保健事業費                円(123) 
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      その他               世帯(90) 

⑱国保法 44条による条例等による一部負担金減免について 

申請減免を受付した世帯数（2022/4/1～2023/3/31）    世帯(91) 

申請減免を実施した世帯数（2022/4/1～2023/3/31）    世帯(92) 

申請減免を実施した総額 （2022/4/1～2023/3/31）    円(93) 

⑲(1)2023年度の保険税率等(国保医療分) 

    所得割         (％)(94) 

    資産割         (％)(95) 

    均等割         (円)(96) 

    平等割         (円)(97) 

    賦課限度額       (万円)(98) 

(2)2023年度の保険税率等(後期高齢者医療支援分) 

    所得割         (％)(99) 

    均等割         (円)(100) 

    賦課限度額       (万円)(101) 

(3)2023年度の保険税率等(介護保険分) 

    所得割         (％)(102) 

    均等割         (円)(103) 

    賦課限度額       (万円)(104) 

⑳次の(1)～(3)の条件で、年間で支払う国保税額 

(資産割はゼロと仮定、軽減される世帯の場合は軽減後の国保税額) 

(1)一人世帯(63歳) 

所得 100万円の世帯の国保税額          円／年(105) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(106) 

(2)二人世帯(夫 63歳、妻 63歳、妻の収入はゼロ) 

所得 100万円の世帯の国保税額          円／年(107) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(108) 

(3)四人世帯(夫 45歳、妻 45歳で収入ゼロ、子どもは高校生 1人、中学生１人) 

所得 200万円の世帯の国保税額          円／年(109) 

所得 300万円の世帯の国保税額          円／年(110) 

㉑国保会計決算、県からの支出金について 

（2021年度決算） 

収入総額                   円(111) 

     国民健康保険税              円(112) 

     国庫支出金                円(113) 

     県支出金                 円(114) 

     繰入金                  円(115) 

     繰越金                  円(116) 

     諸収入                  円(117) 

     その他                  円(118) 

 

支出総額                   円(119) 

     総務費                  円(120) 

     保険給付費                円(121) 

     事業費納付金               円(122) 

     保健事業費                円(123) 

           市町村アンケート  4 

     基金積立金                円(124) 

     諸支出金                 円(125) 

その他                  円(126) 

    収入－支出差引残高             円(127) 

     基金残高(2022/3/31現在)          円(128) 

 

（2022年度決算見込み） 

収入総額                   円(129) 

     国民健康保険税              円(130) 

     国庫支出金                円(131) 

     県支出金                 円(132) 

     繰入金                  円(133) 

     繰越金                  円(134) 

     諸収入                  円(135) 

     その他                  円(136) 

 

支出総額                   円(137) 

     総務費                  円(138) 

     保険給付費                円(139) 

     事業費納付金               円(140) 

     保健事業費                円(141) 

     基金積立金                円(142) 

     諸支出金                 円(143) 

その他                  円(144) 

    収入－支出差引残高             円(145) 

     基金残高(2023/3/31現在)         円(146) 

 

（2023年度予算） 

収入総額                   円(147) 

     国民健康保険税              円(148) 

     国庫支出金                円(149) 

     県支出金                 円(150) 

     繰入金                  円(151) 

     繰越金                  円(152) 

     諸収入                  円(153) 

     その他                  円(154) 

 

支出総額                   円(155) 

     総務費                  円(156) 

     保険給付費                円(157) 

     事業費納付金               円(158) 

     保健事業費                円(159) 

     基金積立金                円(160) 

     諸支出金                 円(161) 

その他                  円(162) 

    収入－支出差引残高             円(163) 
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㉒一般会計から国保会計への法定外繰り入れ 

 法定外繰り入れの総額と目的別繰入額(決算補填等/決算補填等以外) 

2021年度決算  総額    円/年(164)  

   決算補填等目的    円/年(165)、決算補填等以外    円/年(166)  

2022年度決算見込み 総額    円/年(167)  

     決算補填等目的    円/年(168)、決算補填等以外    円/年(169) 

2023度予算  総額    円/年(170)  

     決算補填等目的    円/年(171)、決算補填等以外    円/年(172) 

一世帯当たりの法定外繰入額 

  2021年度決算    円/世帯/年(173) 、 

  2022年度決算見込み    円/世帯/年(174) 、 

  2023年度予算    円/世帯/年(175) 、 

㉓特定健診について 

    自己負担の有無          □有   □無(176) 

    胸部レントゲン直接撮影の有無   □有   □無(177) 

    2021年度の受診率         ％ (178) 

    2022年度の受診率見込       ％ (179) 

    2023年度の受診率目標       ％ (180) 

㉔新型コロナウイルス感染症による保険税の減免について(2022年度) 

  申請世帯数    世帯(181)   実施世帯数   世帯(182) 

  保険税の減免総額         円(183) 

㉕新型コロナウイルス感染症による傷病手当金ついて(2022年度) 

  申請件数    件(184)    実施件数    件(185) 

    総額         円(186) 

㉖市町村の国民健康保険運営協議会について 

   委員の公募について  実施している場合は〇印 【     】(187) 

   傍聴について     可能な場合は〇印    【     】(188) 

 

 

３、障害者医療費および子ども医療費の助成制度について         
①重度心身障害者医療の公費負担制度について(☑で記入) 

 (1) 県基準の所得制限の実施について □実施する、□実施しない(189) 

 (2)障害者の入院時食事代補助を行なっている場合について 

        □全額補助  □一部補助 (190) 

 (3)現物給付について 

    □以前から実施している(191) 

    □23年度から実施した(192) 

    □実施していない (193) 

②2023年度の子ども医療費の助成制度について 

 (1)助成対象について(☑で記入) 

入院  □中 3まで □高 3まで  □その他(  )(194) 

通院 □中 3まで □高 3まで □その他(          )(195) 

 (2)受給要件について(☑で記入) 

「市税等の完納要件」の有無  □有   □無 (196) 

所得制限の有無        □有   □無 (197) 



－ 61 －

           市町村アンケート  5 

 

㉒一般会計から国保会計への法定外繰り入れ 

 法定外繰り入れの総額と目的別繰入額(決算補填等/決算補填等以外) 

2021年度決算  総額    円/年(164)  

   決算補填等目的    円/年(165)、決算補填等以外    円/年(166)  

2022年度決算見込み 総額    円/年(167)  

     決算補填等目的    円/年(168)、決算補填等以外    円/年(169) 

2023度予算  総額    円/年(170)  

     決算補填等目的    円/年(171)、決算補填等以外    円/年(172) 

一世帯当たりの法定外繰入額 

  2021年度決算    円/世帯/年(173) 、 

  2022年度決算見込み    円/世帯/年(174) 、 

  2023年度予算    円/世帯/年(175) 、 

㉓特定健診について 

    自己負担の有無          □有   □無(176) 

    胸部レントゲン直接撮影の有無   □有   □無(177) 

    2021年度の受診率         ％ (178) 

    2022年度の受診率見込       ％ (179) 

    2023年度の受診率目標       ％ (180) 

㉔新型コロナウイルス感染症による保険税の減免について(2022年度) 

  申請世帯数    世帯(181)   実施世帯数   世帯(182) 

  保険税の減免総額         円(183) 

㉕新型コロナウイルス感染症による傷病手当金ついて(2022年度) 

  申請件数    件(184)    実施件数    件(185) 

    総額         円(186) 

㉖市町村の国民健康保険運営協議会について 

   委員の公募について  実施している場合は〇印 【     】(187) 

   傍聴について     可能な場合は〇印    【     】(188) 

 

 

３、障害者医療費および子ども医療費の助成制度について         
①重度心身障害者医療の公費負担制度について(☑で記入) 

 (1) 県基準の所得制限の実施について □実施する、□実施しない(189) 

 (2)障害者の入院時食事代補助を行なっている場合について 

        □全額補助  □一部補助 (190) 

 (3)現物給付について 

    □以前から実施している(191) 

    □23年度から実施した(192) 

    □実施していない (193) 

②2023年度の子ども医療費の助成制度について 

 (1)助成対象について(☑で記入) 

入院  □中 3まで □高 3まで  □その他(  )(194) 

通院 □中 3まで □高 3まで □その他(          )(195) 

 (2)受給要件について(☑で記入) 

「市税等の完納要件」の有無  □有   □無 (196) 

所得制限の有無        □有   □無 (197) 
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 (3)子どもの入院時食事代補助を行なっている場合について(☑で記入) 

   □全額補助  □一部補助 (198) 

 

 

４、後期高齢者医療制度について                
①被保険者数         人(199) 

②滞納者の実数（2023/ 4/1現在。その時点での資格喪失者は含まず）   人(200) 

③短期保険証を交付した人数    人(201) 

④滞納のため、資産を差押さえした実人数(2022/4/1～2023/3/31)   人(202) 

⑤医療費窓口負担割合 

  1割負担の被保険者数    人(203) 

  2割負担の被保険者数    人(204) 

  3割負担の被保険者数    人(205) 

⑥健康診査について(☑で記入してください) 

2023年度の自己負担の有無 □有  □無 (206) 

2022年度の受診率   ％(207) 2023年度の受診率目標   ％(208) 

⑦人間ドッグの補助 

補助制度の有無 □有(□自己負担有、□自己負担無) □無 (209)(210) 

⑧宿泊費の補助 補助制度の有無  □有 □無 (211) 

 

 

５、介護保険制度について                   
①第１号被保険者数   人(212) 

②第 1号介護保険被保険者の保険料の金額について 

   基準保険料  （    円/年額）(213) 

   第 1段階保険料（    円/年額）(214)  （基準額の    倍）(215) 

   最高段階保険料（    円/年額）(216)  （基準額の    倍）(217) 

③保険料段階       段階 (218) 

④第１号被保険者の滞納者の実数 

        人（2023/4/1現在、その時点での資格喪失者は含まず） (219) 

   うち給付制限（制裁措置）をうけている人の数     人(220) 

⑤介護保険サービス利用の利用料自己負担割合ごとの被保険者数 

   1割負担   人(221)、2割負担   人(222)、3割負担   人(223) 

⑥第 1号被保険者の要支援者の数、要介護者の数 

  要支援 1    人(224) 要支援 2    人(225) 

  要介護 1    人(226)  要介護 2    人(227) 要介護 3    人(228) 

  要介護 4    人(229) 要介護 5    人(230) 合計   人(231) 

⑦第 2号被保険者の要支援者の数、要介護者の数 

  要支援 1    人(232) 要支援 2    人(233) 

  要介護 1    人(234) 要介護 2    人(235) 要介護 3    人(236) 

  要介護 4    人(237) 要介護 5    人(238) 合計    人(239) 

⑧要介護認定更新の区分変更の結果について 

  更新した全件数   (2020/4/1～2021/3/31）    件(240) 

            (2021/4/1～2022/3/31）    件(241) 

            (2022/4/1～2023/3/31）    件(242) 

  前回より軽度に判定 (2020/4/1～2021/3/31）    件(243) 
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             (2021/4/1～2022/3/31）    件(244) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(245) 

  前回と変わらない  (2020/4/1～2021/3/31）    件(246) 

             (2021/4/1～2022/3/31）    件(247) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(248) 

  前回より重度に判定 (2020/4/1～2021/3/31）    件(249) 

             (2021/4/1～2022/3/31）    件(250) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(251) 

  介護認定から外れた件数  (2020/4/1～2021/3/31）    件(252) 

                   (2021/4/1～2022/3/31）    件(253) 

                   (2022/4/1～2023/3/31）    件(254) 

⑨条例等による独自の介護保険料減免制度について 

申請減免を受付した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(255) 

申請減免を実施した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(256) 

申請減免を実施した総額(2022/4/1～2023/3/31）      円(257) 

⑩条例等による独自の利用料の減免・助成について 

申請減免を受付した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(258) 

申請減免を実施した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(259) 

申請減免を実施した総額(2022/4/1～2023/3/31）     円(260) 

⑪特別養護老人ホーム入所待機者の実数        人(261) 

   その内、要介護 1および 2の人の人数      人(262) 

⑫地域包括支援センターについて 

□直営（    カ所）(263) □委託（    カ所）(264) 

⑬地域密着型サービスの各事業について(2022/4/1～2023/3/31） 

(1)「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(265) 

  サービスを提供された実人数        人(266) 

(2)「夜間対応型訪問看護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(267) 

  サービスを提供された実人数        人(268) 

(3)「認知症対応型通所介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(269) 

  サービスを提供された実人数        人(270) 

(4)「小規模多機能型居宅介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(271) 

  サービスを提供された実人数        人(272) 

(5)「認知症対応型共同生活介護」  

  サービスを提供した事業所数        カ所(273) 

  サービスを提供された実人数        人(274) 

(6)「地域密着型特定施設入居者生活介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(275) 

  サービスを提供された実人数        人(276) 

(7)「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」 

  サービスを提供した事業所数      カ所(277) 

  サービスを提供された実人数        人(278) 

(8)「看護小規模多機能型居宅介護」 
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             (2021/4/1～2022/3/31）    件(244) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(245) 

  前回と変わらない  (2020/4/1～2021/3/31）    件(246) 

             (2021/4/1～2022/3/31）    件(247) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(248) 

  前回より重度に判定 (2020/4/1～2021/3/31）    件(249) 

             (2021/4/1～2022/3/31）    件(250) 

                (2022/4/1～2023/3/31）    件(251) 

  介護認定から外れた件数  (2020/4/1～2021/3/31）    件(252) 

                   (2021/4/1～2022/3/31）    件(253) 

                   (2022/4/1～2023/3/31）    件(254) 

⑨条例等による独自の介護保険料減免制度について 

申請減免を受付した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(255) 

申請減免を実施した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(256) 

申請減免を実施した総額(2022/4/1～2023/3/31）      円(257) 

⑩条例等による独自の利用料の減免・助成について 

申請減免を受付した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(258) 

申請減免を実施した人数(2022/4/1～2023/3/31）     人(259) 

申請減免を実施した総額(2022/4/1～2023/3/31）     円(260) 

⑪特別養護老人ホーム入所待機者の実数        人(261) 

   その内、要介護 1および 2の人の人数      人(262) 

⑫地域包括支援センターについて 

□直営（    カ所）(263) □委託（    カ所）(264) 

⑬地域密着型サービスの各事業について(2022/4/1～2023/3/31） 

(1)「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(265) 

  サービスを提供された実人数        人(266) 

(2)「夜間対応型訪問看護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(267) 

  サービスを提供された実人数        人(268) 

(3)「認知症対応型通所介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(269) 

  サービスを提供された実人数        人(270) 

(4)「小規模多機能型居宅介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(271) 

  サービスを提供された実人数        人(272) 

(5)「認知症対応型共同生活介護」  

  サービスを提供した事業所数        カ所(273) 

  サービスを提供された実人数        人(274) 

(6)「地域密着型特定施設入居者生活介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(275) 

  サービスを提供された実人数        人(276) 

(7)「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」 

  サービスを提供した事業所数      カ所(277) 

  サービスを提供された実人数        人(278) 

(8)「看護小規模多機能型居宅介護」 
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  サービスを提供した事業所数        カ所(279) 

  サービスを提供された実人数        人(280) 

(9)「地域密着型通所介護」 

  サービスを提供した事業所数        カ所(281) 

  サービスを提供された実人数        人(282) 

⑭介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について 

 (1)訪問型サービスの実施内容 

  1)現行相当サービス事業所数                カ所(283) 

  2)緩和した基準によるサービス（訪問型Ａ）事業所数     カ所(284) 

  3)住民主体によるサービス（訪問型Ｂ）団体数        カ所(285) 

(2)通所型サービスの実施内容 

  1)現行相当サービス事業所数                カ所(286) 

2)緩和した基準によるサービス（通所型Ａ）事業所数     カ所(287) 

3)住民主体によるサービス（通所型Ｂ）団体数        カ所(288) 

 

６、障害者福祉について                        
①身体障害者手帳交付数          人(289) 

②精神障害者保健福祉手帳交付件数     人(290) 

③知的障害者療育手帳交付数        人(291) 

④市内障害者支援（入所）施設       カ所(292)  定員    人(293) 

⑤障害者支援施設（入所）支給決定者について 

  合計     人(294) 

    市内・障害保健福祉圏域内    人(295) 

障害保健福祉圏域外・県内    人(296) 県外    人(297) 

⑥障害者支援施設 待機者     人(298) 

内  区分１（   ）人(299) 

区分２（   ）人(300) 

区分３（   ）人(301) 

区分４（   ）人(302) 

区分５（   ）人(303) 

区分６（   ）人(304) 

⑦市内グループホーム    カ所(305)   総定員    人(306)  

⑧市内グループホームの設立団体と設置ホーム数 

  社会福祉法人    法人(307)    カ所(308) 

  ＮＰＯ法人    法人(309)    カ所(310) 

  医療法人     法人(311)    カ所(312) 

  株式会社     社(313)     カ所(314) 

  その他            カ所(315) 

⑨グループホーム支給決定者      人(316) 

  市内              人(317) 

  市外・障害保健福祉圏域内    人(318) 

  県内・障害保健福祉圏域外    人(319) 

  県外              人(320) 

内障害支援区分 

区分１（   ）人(321) 

区分２（   ）人(322) 
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区分３（   ）人(323) 

区分４（   ）人(324) 

区分５（   ）人(325) 

区分６（   ）人(326) 

⑩グループホームへの自治体単独補助 

  あり（□施設整備、□運営費、□上乗せ補助、□その他（   ）(327～330) 

 □なし(331) 

⑪ショートステイの利用状況について(2022/4/1～2023/3/31） 

   （身体・知的障害が重複する方の場合いは、主たる障害で記載ください。） 

  ・年間延べ利用人数    人(332) と延べ支給量    日(333) 

  ・年間実利用人数     人(334) 

  ・利用者の中で、月間で最も多かった人の支給日数    日(335) 

  ・医療的ケア児のショートステイ実利用者数       人(336)  

⑫福祉タクシー利用料金助成（料金改定後の 2023年 4月 1日現在）  

   ・初乗り料金    枚(337)   ・金額にして         円 (338) 

      透析患者等   枚(339) 

   ・ガソリン補助券 金額にして         円(340) 

   ・その他電車・バス利用料補助 金額にして         円(341) 

⑬６５歳での介護保険への移行について 

 ・介護保険の一律優先しないことについて、当事者に説明している。 

        □している(342)  □していない(343)   

 ・６５歳になったときに、要介護認定調査、未申請の人について 

□障害福祉サービスの継続的支給 

      ア、勧奨を継続しながら、継続的支給(344) 

イ、勧奨を継続しながら、更新期間を短くして支給(345) 

ウ、勧奨を継続しながら、制限期間を設けて支給(346) 

      エ、そのまま継続(347) 

□打ち切り(348) 

⑭専門相談員の不足からくる問題について 

・障害福祉サービスの利用者実人数             人(349) 

・セルフプランで実施している実人数            人(350) 

    ・うち、積極的にセルフプランをおこなっている実人数     人(351) 

 

 

７、子育て支援について                           
①公立保育所の数と定数(公設民営の場合はカウントしません) 

  公立保育所の数     2022年    カ所(352) 2023年     カ所(353) 

  公立保育所の定数    2022年     人(354) 2023年      人(355) 

②公設民営の保育所の数と定数 

  公設民営保育所の数   2022年    カ所(356)  2023年     カ所(357) 

  公設民営保育所の定数  2022年     人(358) 2023年      人(359) 

③民間の認可保育所の数と定数 

  民間認可保育所の数  2022年   カ所(360)  2023年   カ所(361) 

  民間認可保育所の定数 2022年    人(362) 2023年    人(363) 

④認定こども園の数と定数 

 (1)幼保連携型認定こども園の数 2022年  カ所(364)、2023年  カ所(365) 
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区分３（   ）人(323) 

区分４（   ）人(324) 

区分５（   ）人(325) 

区分６（   ）人(326) 

⑩グループホームへの自治体単独補助 

  あり（□施設整備、□運営費、□上乗せ補助、□その他（   ）(327～330) 

 □なし(331) 

⑪ショートステイの利用状況について(2022/4/1～2023/3/31） 

   （身体・知的障害が重複する方の場合いは、主たる障害で記載ください。） 

  ・年間延べ利用人数    人(332) と延べ支給量    日(333) 

  ・年間実利用人数     人(334) 

  ・利用者の中で、月間で最も多かった人の支給日数    日(335) 

  ・医療的ケア児のショートステイ実利用者数       人(336)  

⑫福祉タクシー利用料金助成（料金改定後の 2023年 4月 1日現在）  

   ・初乗り料金    枚(337)   ・金額にして         円 (338) 

      透析患者等   枚(339) 

   ・ガソリン補助券 金額にして         円(340) 

   ・その他電車・バス利用料補助 金額にして         円(341) 

⑬６５歳での介護保険への移行について 

 ・介護保険の一律優先しないことについて、当事者に説明している。 

        □している(342)  □していない(343)   

 ・６５歳になったときに、要介護認定調査、未申請の人について 

□障害福祉サービスの継続的支給 

      ア、勧奨を継続しながら、継続的支給(344) 

イ、勧奨を継続しながら、更新期間を短くして支給(345) 

ウ、勧奨を継続しながら、制限期間を設けて支給(346) 

      エ、そのまま継続(347) 

□打ち切り(348) 

⑭専門相談員の不足からくる問題について 

・障害福祉サービスの利用者実人数             人(349) 

・セルフプランで実施している実人数            人(350) 

    ・うち、積極的にセルフプランをおこなっている実人数     人(351) 

 

 

７、子育て支援について                           
①公立保育所の数と定数(公設民営の場合はカウントしません) 

  公立保育所の数     2022年    カ所(352) 2023年     カ所(353) 

  公立保育所の定数    2022年     人(354) 2023年      人(355) 

②公設民営の保育所の数と定数 

  公設民営保育所の数   2022年    カ所(356)  2023年     カ所(357) 

  公設民営保育所の定数  2022年     人(358) 2023年      人(359) 

③民間の認可保育所の数と定数 

  民間認可保育所の数  2022年   カ所(360)  2023年   カ所(361) 

  民間認可保育所の定数 2022年    人(362) 2023年    人(363) 

④認定こども園の数と定数 

 (1)幼保連携型認定こども園の数 2022年  カ所(364)、2023年  カ所(365) 
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   幼保連携型認定こども園の定数 2022年   人(366)、2023年   人(367) 

 (2)幼稚園型認定こども園の数 2022年   カ所(368)、2023年   カ所(369) 

   幼稚園型認定こども園の定数 2022年   人(370)、2023年   人(371) 

 (3)保育所型認定こども園の数  2022年   カ所(372)、2023年   カ所(373) 

   保育所型認定こども園の定数 2022年   人(374)、2023年   人(375) 

 (4)地方裁量型認定こども園の数 2022年  カ所(376)、2023年  カ所(377) 

   地方裁量型認定こども園の定数 2022年  人(378)、2023年  人(379) 

⑤その他の保育施設の数と定数 

(1)小規模保育事業所の数  2022年   カ所(380)、2023年   カ所(381) 

小規模保育事業所の定数 2022年   人(382)、2023年   人(383) 

(2)家庭的保育事業所の数  2022年   カ所(384)、2023年   カ所(385) 

家庭的保育事業所の定数 2022年   人(386)、2023年   人(387) 

(3)幼稚園の数       2022年   カ所(388)2023年   カ所(389) 

     幼稚園の定数      2022年   人(390)、2023年   人(391) 

⑥認可保育所に 2023年 4月からの入所を申し込んだ児童数    人(392) 

           その内、不承諾通知を送付した児童数    人(393) 

⑦受け入れ児童数の増減（2022/4/1と 2023/4/1との比較） 

   公立保育所の増減数    増加  人(394)  減少  人(395) 

   公設民営保育所の増減数  増加  人(396)  減少  人(397) 

   民間認可保育所の増減数  増加  人(398)  減少  人(399) 

   認定こども園の増減数   増加  人(400)  減少  人(401) 

   地域型保育事業の増減数  増加  人(402)  減少  人(403) 

⑧障害児を受け入れる保育施設 

   公立保育所          人(404)(    カ所)(405) 

   公設民営保育所        人(406)(    カ所)(407) 

   民間認可保育所        人(408)(    カ所)(409) 

   認定こども園         人(410)(    カ所)(411) 

   地域型保育事業        人(412)(    カ所)(413) 

⑨保育施設への障害児加算について、市の独自加算の有無 

   公立保育所(保育士の加配)      人(414) 

   公設民営認可保育所(保育士の加配)    人(415) 

   民間認可保育所(障害児加算)     □有 (416) 

   認定こども園(障害児加算)      □有 (417) 

   地域型保育事業(障害児加算)     □有 (418) 

⑩保育士の数について 

  公立保育所 

正規雇用の保育士数               人(419) 

非正規雇用の保育士数              人(420) 

   無資格保育助手を採用している公立認可保育所数    カ所(421) 

  公設民営保育所 

正規雇用の保育士数               人(422) 

非正規雇用の保育士数              人(423) 

   無資格保育助手を採用している公設民営認可保育所数    カ所(424) 

⑪市民税所得割額に年少扶養控除を反映させて階層を認定するなど、保育料軽減措置

を実施していますか 

   □有    □無   (425) 
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⑫保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付申請の有無    □有 (426) 

⑬施設整備費の増減（2022/4/1と 2023/4/1との比較） 

 

  施設整備費総額  増加    千円(427)  減少    千円(428) 

  内公立保育所分  増加    千円(429)  減少    千円(430) 

 

⑭学童保育(放課後児童クラブ)の数と定数 

   学童保育の数     2022年   カ所(431) 2023年    カ所(432) 

   支援の単位数     2022年   カ所(433) 2023年    カ所(434) 

   学童保育の定数    2022年     人(435)  2023年      人(436) 

⑮学童保育に 2023年 4月からの入所を申し込んだ児童数        人(437) 

   その内、待機となった児童数                  人(438) 

⑯学童保育の障害児の受け入れ数 

      人(439)、(クラブ数     カ所)(440) 

⑰学童保育の指導員の数 

正規雇用の指導員数         人(441) 

   非正規雇用の指導員数        人(442) 

 

 

８、生活保護制度について                       
□さいたま市は 10区毎に回答をお願いします。（なお⑨⑩は区ごとの回答は除く） 

①生活保護世帯数と人数  2022/4/1現在      世帯(443)、     人(444) 

             2023/4/1現在      世帯(445)、     人(446) 

②生活保護世帯の構成割合 

   高齢者世帯         世帯(447)        ％(448) 

母子世帯          世帯(449)        ％(450) 

疾病・障害世帯       世帯(451)        ％(452) 

その他世帯         世帯(453)        ％(454) 

③窓口相談件数 2021/4/1～2022/3/31         件(455) 

2022/4/1～2023/3/31        件(456) 

④新規申請世帯数 2021/4/1～2022/3/31       世帯(457) 

2022/4/1～2023/3/31         世帯(458) 

⑤新規開始世帯数 2021/4/1～2022/3/31       世帯(459) 

2022/4/1～2023/3/31        世帯(460) 

⑥辞退届で廃止した世帯数 2021/4/1～2022/3/31      世帯(461) 

2022/4/1～2023/3/31     世帯(462) 

 

□次の⑦⑧⑨⑩は市のみ回答してください。町村は回答の必要はありません。 

⑦ケースワーカーの配置 

   査察指導員数         人(463) 

   現業員数           人(464) 

現業員数の増減（2022/4/1/と 2023/4/1との比較） 

            増員   人(465)、減員   人(466) 

   現業員の不足数  2022/4/1現在         人(467) 

2023/4/1現在         人(468) 
現業員 1人あたりの担当世帯数 



－ 67 －

           市町村アンケート  11 

⑫保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付申請の有無    □有 (426) 

⑬施設整備費の増減（2022/4/1と 2023/4/1との比較） 

 

  施設整備費総額  増加    千円(427)  減少    千円(428) 

  内公立保育所分  増加    千円(429)  減少    千円(430) 

 

⑭学童保育(放課後児童クラブ)の数と定数 

   学童保育の数     2022年   カ所(431) 2023年    カ所(432) 

   支援の単位数     2022年   カ所(433) 2023年    カ所(434) 

   学童保育の定数    2022年     人(435)  2023年      人(436) 

⑮学童保育に 2023年 4月からの入所を申し込んだ児童数        人(437) 

   その内、待機となった児童数                  人(438) 

⑯学童保育の障害児の受け入れ数 

      人(439)、(クラブ数     カ所)(440) 

⑰学童保育の指導員の数 

正規雇用の指導員数         人(441) 

   非正規雇用の指導員数        人(442) 

 

 

８、生活保護制度について                       
□さいたま市は 10区毎に回答をお願いします。（なお⑨⑩は区ごとの回答は除く） 

①生活保護世帯数と人数  2022/4/1現在      世帯(443)、     人(444) 

             2023/4/1現在      世帯(445)、     人(446) 

②生活保護世帯の構成割合 

   高齢者世帯         世帯(447)        ％(448) 

母子世帯          世帯(449)        ％(450) 

疾病・障害世帯       世帯(451)        ％(452) 

その他世帯         世帯(453)        ％(454) 

③窓口相談件数 2021/4/1～2022/3/31         件(455) 

2022/4/1～2023/3/31        件(456) 

④新規申請世帯数 2021/4/1～2022/3/31       世帯(457) 

2022/4/1～2023/3/31         世帯(458) 

⑤新規開始世帯数 2021/4/1～2022/3/31       世帯(459) 

2022/4/1～2023/3/31        世帯(460) 

⑥辞退届で廃止した世帯数 2021/4/1～2022/3/31      世帯(461) 

2022/4/1～2023/3/31     世帯(462) 

 

□次の⑦⑧⑨⑩は市のみ回答してください。町村は回答の必要はありません。 

⑦ケースワーカーの配置 

   査察指導員数         人(463) 

   現業員数           人(464) 

現業員数の増減（2022/4/1/と 2023/4/1との比較） 

            増員   人(465)、減員   人(466) 

   現業員の不足数  2022/4/1現在         人(467) 

2023/4/1現在         人(468) 
現業員 1人あたりの担当世帯数 
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2022/3/31現在       世帯(469) 

2022/4/1現在        世帯(470) 

2023/3/31現在       世帯(471) 

2023/4/1現在        世帯(472) 

  現業員の 1人あたりの申請取扱い件数 

2021/4/1～2022/3/31の期間        件(473) 

2022/4/1～2023/3/31の期間        件(474) 

  2022年度監査(県または国)の結果、指摘された現業員不足数     人(475) 

⑧扶養照会ついて、厚労省と埼玉県の通知(Ｒ５年)に沿ってリーフレットを変更しま

したか。            実施している場合は〇印 【     】(476) 

 

⑨生活困窮者自立支援制度 （2022/4/1～2023/3/31まで） 

 自立相談支援 新規相談者受付件数          件(477) 

        プラン作成件数            件(478) 

        就労支援対象者数           人(479) 

        就労者数               人(480) 

 法定事業等 

   就労準備支援事業   利用者累計        件(481) 

   一時生活支援事業   利用者累計        件(482) 

   家計相談支援事業   利用者累計        件(483) 

   子どもの学習支援事業 利用者実人数       人(484) 

   住宅確保給付金支給決定件数           件(485) 

⑩生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の実施方法等について 

   実施方法(直営又は委託などの区別) 【          】(486) 

   委託先区分(株式会社、NPO法人等) 【          】(487) 

   委託先業者、団体名        【          】(488) 

 

９、その他                              
①65歳以上の高齢者で障害者に準じる「市町村長等や福祉事務所長の認定を受けてい

る」方の障害者控除について(2022年度) 

普通障害者控除認定書発行件数      件(489) 

特別障害者控除認定書発行件数      件(490) 

②「市町村長等や福祉事務所長の認定」について、介護保険要介護認定を参考にした

基準がある場合は、お答えください。 

普通障害者控除に該当する介護保険法要介護区分  要介護度【    】(491) 

 特別障害者控除に該当する介護保険法要介護区分  要介護度【    】(492) 

 

 

以上 
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自治体要請キャラバンは、埼玉県社会保障推進協議会が 1993 年 6 月の結成直前に行

なわれた全県地域連鎖行動の経験がきっかけで取り組まれるようになりました。この行

動では 3 日間で 60 自治体の訪問にとどまりましたが、翌 1994 年には 92 自治体をすべ

て訪問させていただきました。今年で 30 回目となりました。参加された団体・地域の皆

さん、対応していただいた行政の皆様には長年にわたりご協力をいただき感謝申し上げ

ます。今後ともご協力をよろしくお願い致します。 

 

2019 年初頭から続いた新型コロナウイルスの感染の収束が見えない中、政府は、これ

までの「２類相当」から季節性インフルエンザと同じ「５類」に移行（引き下げ）しま

した。行動制限に関する法的根拠がなくなり、感染対策は個人の判断にゆだねられます。

また、感染者、特に高齢者や慢性疾患のある方が感染した場合でも、行政による入院調

整は段階的になくなり、高齢者施設が協力医療機関を通し医療機関間で入院調整するこ

とになります。しかし、確実に入院させるには保健所や都道府県による入院調整機能の

継続・充実が求められます。５類に下げたことで「助かる命を失うことなく」国が引き

続き、医療提供体制をはじめ財政的にも援助していくことは重要です。 

 

岸田政権は、広島で開催される G７サミット以降に防衛力(軍事拡大)を一層推し進め

ようとしています。軍事拡大の財源は、国民の税金からの捻出はじめ、社会保障費など

の抑制や削減、そして、消費税の増税につながります。このような社会保障費を抑制す

る政策は、憲法 92 条の地方自治の理念を破壊していきます。物価高騰が続く中で、低所

得で悩む非正規労働者をはじめ、多くの労働者は長時間労働や雇止めなどの不安を抱え

ています。いまこそ、住民のいのちや暮らしを守るために、大幅な賃金、年金の引き上

げなどを行い、世界に立ち遅れた日本経済をやさしく強い経済政策に転換していくこと

が求められています。 

 

社会保障は国の責任です。憲法 92 条の地方自治の本旨に基づき、国の施策が不十分な

場合や住民の生活実態や住民の要求から乖離する場合には、住民に直接向き合う自治体

として、国にモノ申し、積極的な独自施策を講じるなど、住民のいのちと人権を守るた

めに役割を果たして住民のいのちを守る防波堤となっていただきたいと考えています。 

 

 さて、2023 年度の自治体要請キャラバン行動では、別記のとおり要望書と懇談事項を

まとめました。キャラバン行動での懇談と要望書への回答をよろしくお願いします。 

 今年は、５月８日から、新型コロナウイルス感染症は、２類から５類に変更されたこ

とにより例年通りの懇談と参加者人数を各市町村にはお願いしています。しかしながら、

新型コロナウイルス感染症が治まったわけではありませんので、当日、発熱など体調の

すぐれない方は参加を控えるようにお願いいたします。また、感染防止対策として、手

指等の消毒は引き続きお願いいたします。 

 別紙のとおり、要望書及び懇談事項をお送りさせていただきます。どうぞよろしくお



－ 69 －

自自治治体体要要請請キキャャララババンンのの成成功功ににむむけけてて  

 

自治体要請キャラバンは、埼玉県社会保障推進協議会が 1993 年 6 月の結成直前に行

なわれた全県地域連鎖行動の経験がきっかけで取り組まれるようになりました。この行

動では 3 日間で 60 自治体の訪問にとどまりましたが、翌 1994 年には 92 自治体をすべ

て訪問させていただきました。今年で 30 回目となりました。参加された団体・地域の皆

さん、対応していただいた行政の皆様には長年にわたりご協力をいただき感謝申し上げ

ます。今後ともご協力をよろしくお願い致します。 

 

2019 年初頭から続いた新型コロナウイルスの感染の収束が見えない中、政府は、これ

までの「２類相当」から季節性インフルエンザと同じ「５類」に移行（引き下げ）しま

した。行動制限に関する法的根拠がなくなり、感染対策は個人の判断にゆだねられます。

また、感染者、特に高齢者や慢性疾患のある方が感染した場合でも、行政による入院調

整は段階的になくなり、高齢者施設が協力医療機関を通し医療機関間で入院調整するこ

とになります。しかし、確実に入院させるには保健所や都道府県による入院調整機能の

継続・充実が求められます。５類に下げたことで「助かる命を失うことなく」国が引き

続き、医療提供体制をはじめ財政的にも援助していくことは重要です。 

 

岸田政権は、広島で開催される G７サミット以降に防衛力(軍事拡大)を一層推し進め

ようとしています。軍事拡大の財源は、国民の税金からの捻出はじめ、社会保障費など

の抑制や削減、そして、消費税の増税につながります。このような社会保障費を抑制す

る政策は、憲法 92 条の地方自治の理念を破壊していきます。物価高騰が続く中で、低所

得で悩む非正規労働者をはじめ、多くの労働者は長時間労働や雇止めなどの不安を抱え

ています。いまこそ、住民のいのちや暮らしを守るために、大幅な賃金、年金の引き上

げなどを行い、世界に立ち遅れた日本経済をやさしく強い経済政策に転換していくこと

が求められています。 

 

社会保障は国の責任です。憲法 92 条の地方自治の本旨に基づき、国の施策が不十分な

場合や住民の生活実態や住民の要求から乖離する場合には、住民に直接向き合う自治体

として、国にモノ申し、積極的な独自施策を講じるなど、住民のいのちと人権を守るた

めに役割を果たして住民のいのちを守る防波堤となっていただきたいと考えています。 

 

 さて、2023 年度の自治体要請キャラバン行動では、別記のとおり要望書と懇談事項を

まとめました。キャラバン行動での懇談と要望書への回答をよろしくお願いします。 

 今年は、５月８日から、新型コロナウイルス感染症は、２類から５類に変更されたこ

とにより例年通りの懇談と参加者人数を各市町村にはお願いしています。しかしながら、

新型コロナウイルス感染症が治まったわけではありませんので、当日、発熱など体調の

すぐれない方は参加を控えるようにお願いいたします。また、感染防止対策として、手

指等の消毒は引き続きお願いいたします。 

 別紙のとおり、要望書及び懇談事項をお送りさせていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 

 

11、、社社会会保保障障のの拡拡充充をを求求めめるる要要望望書書ににつついいてて  

（1）文書での回答をお願いします。回答は 8 月 10 日までに、メールでお願いしていま

す。 

（2）要望書に対する回答は、社保協作成の回答用のひな形(Word)でお願いしています。 

 

22、、懇懇談談当当日日のの懇懇談談事事項項ににつついいてて  

  訪問当日の懇談は 90 分という限られた時間ですので、懇談事項(5 分野)に絞っての

懇談をお願いします。当日は、懇談事項すべてを最初に回答をいただき、そのあと項

目ごとに意見交換をしたいと思います。 

 ※自治体へは、差し支えなければ懇談事項の回答を、文書で当日の参加者に配布をお

願いしています。しかしながら、回答用紙が配布されない自治体もありますのでご理

解をお願いします。 

 

33、、懇懇談談当当日日のの日日程程表表ににつついいてて  

  3 月にお送りした日程に一部変更があります。別途一覧表を掲載しておりますので

ご確認ください。 

 

44、、アアンンケケーートト（（キキャャララババンン資資料料集集））ににつついいてて  

実態把握と継続性を重視し、回答の基準日は 2023 年 4 月 1 日現在を基本としてい

ます。自治体によっては、集計日が異なる場合もあります。「実数」での回答や「延

数」での回答などが混在している場合もあり注意が必要です。数値については自治体

に確認しながら活用してください。自治体によって、住民の年齢構成や地域の産業や

これまでの到達点などがさまざまです。昨年までのアンケート結果などとつきあわせ、

変化をつかみ懇談の際に生かしていきましょう。 

 

55、、自自治治体体のの皆皆ささままへへ  

自治体の皆さまには、年度末をはさんだ多忙な時期に、アンケートへの回答をお願

いしました。丁寧な回答をよせていただいたすべての行政の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

 

2023 年 6 月 15 日 

埼玉県社会保障推進協議会 

会長 柴田 泰彦 

事務局長 段  和志 
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市市町町村村長長  様様  

2023 年度自治体要請キャラバン 

社社会会保保障障のの拡拡充充をを求求めめるる要要望望書書  
2023年 5月 23日/訂正 5月 30日 

 埼玉県社会保障推進協議会 

会長 柴田 泰彦 

はじめに 

 埼玉県社会保障推進協議会が 1994年から取り組む自治体要請キャラバンに毎年ご協力をいただき感謝申

し上げます。今年もキャラバンの事前アンケートへのご回答をいただき御礼申し上げます。また、新型コロ

ナウイルス感染症は、２類から５類に移行されるなかでも住民のいのちと健康を守る対応にご奮闘をいた

だき感謝申し上げます。 

 今年の自治体要請キャラバン行動は、新型コロナウイルス感染症が 5 類に引き下がったこともあり、コ

ロナ禍前の例年通りの訪問と懇談をお願いしております。しかしながら、感染予防対策を留意しながら実施

したいと考えています。ぜひご理解とご協力をお願いします。 

 

岸田政権は、広島で開催された G７サミット以降に防衛力(軍事拡大)を一層推し進めようとしています。

軍事拡大の財源は、国民の税金、社会保険料からの捻出はじめ、社会保障費などの抑制や削減、そして、消

費税増税につながる恐れがあります。このような社会保障費を抑制する政策は、憲法 92 条の地方自治の理

念を破壊していきます。特に国民健康保険に加入する住民は、物価高騰が続く中で、低所得で悩む非正規労

働者をはじめ、多くの労働者は長時間労働や雇止めなどの不安を抱えています。いまこそ、住民のいのちや

暮らしを守るために、大幅な賃金、年金の引き上げなどを行い、世界に立ち遅れた日本経済をやさしく強い

経済政策に転換していくことが政府に求められています。 

社会保障は国の責任です。憲法 92 条の地方自治の本旨に基づき、国の施策が不十分な場合や住民の生活

実態や住民の要求から乖離する場合には、住民に直接向き合う自治体として、国にモノ申し、積極的な独自

施策を講じるなど、住民のいのちと人権を守るために役割を果たして防波堤となっていただきたいと考え

ています。 

 

国は、2021 年 9 月にデジタル庁を発足し、マイナンバーカードを健康保険証と一体化しようと現在の健

康保険証を廃止する法案を国会に提出し審議をしております。しかし、この間、「マイナ保険証」をめぐっ

て、別人の情報を紐づけられるトラブル等が続出しており、大手新聞社などは政府にたいして「一度立ち止

まって考える」必要性を訴えおります。今、国民にとって本当に必要なことなのか、特に介護施設、老健施

設などに入居している方たちにとって必要なシステムなのか考え、住民のいのちと人権が守られ、脅かされ

る事はないのか、懸念しています。憲法 92条の地方自治の本旨に基づき行政が前進する事を願っています。 

このような事もふまえ、2023 年度自治体要請キャラバン行動の要望書を提出させていただきます。 

なお、回答は文書で 8 月 10 日(木)までによろしくお願いいたします。 
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市市町町村村長長  様様  

2023 年度自治体要請キャラバン 

社社会会保保障障のの拡拡充充をを求求めめるる要要望望書書  
2023年 5月 23日/訂正 5月 30日 

 埼玉県社会保障推進協議会 

会長 柴田 泰彦 

はじめに 

 埼玉県社会保障推進協議会が 1994年から取り組む自治体要請キャラバンに毎年ご協力をいただき感謝申

し上げます。今年もキャラバンの事前アンケートへのご回答をいただき御礼申し上げます。また、新型コロ

ナウイルス感染症は、２類から５類に移行されるなかでも住民のいのちと健康を守る対応にご奮闘をいた

だき感謝申し上げます。 

 今年の自治体要請キャラバン行動は、新型コロナウイルス感染症が 5 類に引き下がったこともあり、コ

ロナ禍前の例年通りの訪問と懇談をお願いしております。しかしながら、感染予防対策を留意しながら実施

したいと考えています。ぜひご理解とご協力をお願いします。 

 

岸田政権は、広島で開催された G７サミット以降に防衛力(軍事拡大)を一層推し進めようとしています。

軍事拡大の財源は、国民の税金、社会保険料からの捻出はじめ、社会保障費などの抑制や削減、そして、消

費税増税につながる恐れがあります。このような社会保障費を抑制する政策は、憲法 92 条の地方自治の理

念を破壊していきます。特に国民健康保険に加入する住民は、物価高騰が続く中で、低所得で悩む非正規労

働者をはじめ、多くの労働者は長時間労働や雇止めなどの不安を抱えています。いまこそ、住民のいのちや

暮らしを守るために、大幅な賃金、年金の引き上げなどを行い、世界に立ち遅れた日本経済をやさしく強い

経済政策に転換していくことが政府に求められています。 

社会保障は国の責任です。憲法 92 条の地方自治の本旨に基づき、国の施策が不十分な場合や住民の生活

実態や住民の要求から乖離する場合には、住民に直接向き合う自治体として、国にモノ申し、積極的な独自

施策を講じるなど、住民のいのちと人権を守るために役割を果たして防波堤となっていただきたいと考え

ています。 

 

国は、2021 年 9 月にデジタル庁を発足し、マイナンバーカードを健康保険証と一体化しようと現在の健

康保険証を廃止する法案を国会に提出し審議をしております。しかし、この間、「マイナ保険証」をめぐっ

て、別人の情報を紐づけられるトラブル等が続出しており、大手新聞社などは政府にたいして「一度立ち止

まって考える」必要性を訴えおります。今、国民にとって本当に必要なことなのか、特に介護施設、老健施

設などに入居している方たちにとって必要なシステムなのか考え、住民のいのちと人権が守られ、脅かされ

る事はないのか、懸念しています。憲法 92条の地方自治の本旨に基づき行政が前進する事を願っています。 

このような事もふまえ、2023 年度自治体要請キャラバン行動の要望書を提出させていただきます。 

なお、回答は文書で 8 月 10 日(木)までによろしくお願いいたします。 
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22002233 年年度度自自治治体体要要請請キキャャララババンン  

社社会会保保障障のの拡拡充充をを求求めめるる要要望望書書  

11、、だだれれももがが安安心心ししてて医医療療をを受受けけらられれるるたためめにに                              

１１．．  国国民民健健康康保保険険制制度度ににつついいてて  

  ((11))国国民民皆皆保保険険制制度度をを守守りり、、発発展展ささせせててくくだだささいい。。  

国民健康保険法の第１章(総則)、 (この法律の目的) 第１条に、国民健康保険事業の健全な

運営を確保し、もつて社会保障及び国民健康の向上に寄与することを目的とする。となっており

ます。現在も変わっておりません。国・県は、相互扶助と受益者負担を強調していますが、国民

健康保険の保険税は、他の保険者と比べても２倍近く高くなっています。市町村におかれまして

は、皆保険制度を守るために住民の防波堤となって、誰もが安心して医療にかかれるようにして

ください。 

 

  ((22))  埼埼玉玉県県第第 33 期期国国保保運運営営方方針針ににつついいてて  

  ① 令和９年度の保険税水準の統一に向けた方針は、地域医療水準、地域医療機関、医師数な

どの格差が大きく拙速です。住民が安心して医療にかかれるようにするために、地方分権の

観点から慎重に検討をすすめてください。これまでどおり、市町村で保険税を決定して下さ

い。 

② 一般財政からの法定外繰入、決算補填目的(赤字)繰入の解消計画の方針は、今後一律に禁

止するのであれば憲法 92条の地方自治の原則に反し市町村の存在意義が問われる事になり

ます。今後も市町村が必要と判断した場合には、住民の福祉の向上に貢献する対応を行って

ください。 

③第３期国保運営方針の骨子では、同じ所得、同じ世帯構成であればどこに住んでいても同じ

国保税にしていく方針ですが、そもそも高すぎる保険税、地域医療提供体制を早急に整備す

るよう県に要請してください。 

④国保法 77条（保険料の減免）は、「条例の定めるところにより、特別の理由があるものに

対し、保険税を減免できる。」とあります。まさに少子化対策は急務であり、特別の理由と

して、「18歳までの子どもの均等割はなくす(当面)」ことを行ってください。 

 

 ((33))  所所得得にに応応じじてて払払ええるる保保険険税税ににししててくくだだささいい。。  

  ① 応能負担を原則とする保険税率に改めてください。 

  ② 子どもの均等割負担を廃止してください。 

  ③ 一般会計からの法定外繰入を増額してください。 

  ④ 基金から繰り入れて保険税を引き上げないでください。 

 

  ((44))  受受療療権権をを守守るるたためめにに正正規規保保険険証証をを全全員員にに発発行行ししててくくだだささいい。。  

  ① すべての被保険者に正規の保険証を郵送してください。 

② 住所不明以外の保険証の窓口留置は行なわないでください。 
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③ 資格証明書は発行しないでください。 

 

  ((55))  ママイイナナ保保険険証証のの義義務務化化にによよるる「「健健康康保保険険証証のの廃廃止止はは中中止止」」ししててくくだだささいい。。  

 ① 老健施設・介護施設に入居している方が「マイナ保険証」の管理はむずかしく、職員が管理

するのも不可能です。来年の秋以降も、例年どおりに市町村が責任を持って被保険者証は発行

してください。政府が行おうとしている「資格確認書」は、マイナ保険証を持たない住民にと

っては、毎年申請をしなければならず大変です。国民皆保険制度の崩壊につながります。国に

従来通りに保険証を発行できるに要請してください。 

  ② 受療権を保障するために「短期保険証」は、6カ月としてください。 

 

 ((66))  国国保保税税のの減減免免・・猶猶予予制制度度のの拡拡充充をを行行ななっっててくくだだささいい。。  

  ① 生保基準の 1.5倍相当に設定するなど、保険税申請減免制度を拡充してください。 

 

 ((77))  窓窓口口負負担担のの軽軽減減制制度度((国国保保法法 4444 条条))のの拡拡充充をを行行ななっっててくくだだささいい。。  

  ① 生保基準の 1.5倍相当にするなど、医療費負担の軽減制度の拡充を行なってください。 

  ② 窓口負担の軽減制度が利用しやすいように、簡便な申請書に改めてください。 

  ③ 医療機関に軽減申請書を置き、会計窓口で手続きできるようにしてください。 

 

 ((88))  国国保保税税のの徴徴収収業業務務はは、、住住民民にに寄寄りり添添っったた対対応応をを行行ななっっててくくだだささいい  

  ① 住民に寄り添った徴収業務の対応を行ってください。 

  ② 給与等の預貯金全額を差押えすることは憲法 29条の財産権の侵害であり法令で禁止され

ています。憲法 25条の生存権保障の立場から最低生活費を保障してください。 

  ③ 業者の売掛金は運転資金・仕入代金・従業員給与ならびに本人・家族の生計費等にあてら

れるものです。取引先との信用喪失にもつながり事業そのものの継続を困難にするため、一

方的な売掛金への差押えはやめてください。 

  ④ 国民健康保険税の滞納の回収については、生活保障を基礎とする制度の趣旨に留意し、他

の諸税と同様の扱いではなく、当事者の生活実態に配慮した特別な対応としてください。 

 

 ((99)) 傷傷病病手手当当金金制制度度をを拡拡充充ししててくくだだささいい。。  

  ① 被用者以外の者への支給について、財政支援するよう国・県へ要請してください。 

 

② コロナ禍が収束しても、被用者、個人事業主、フリーランスに傷病手当金を恒常的な施策

として条例の改正を行ってください。もしくは、傷病見舞金制度を創設してください。 

 

  ((1100))  国国保保運運営営協協議議会会ににつついいてて  

  ① さまざまな問題を抱える国保事業の運営であるからこそ、市民参加を促進するために、委

員の公募が未実施の場合は、公募制としてください。 

  ② 市民の意見が十分反映し、検討がされるよう運営の改善に努力してください。 

 

  ((1111))  保保健健予予防防事事業業ににつついいてて  
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③ 資格証明書は発行しないでください。 
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  ① 特定健診の本人・家族負担を無料にしてください。 

  ② ガン健診と特定健診が同時に受けられるようにしてください。 
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  ④ 個人情報の管理に留意してください。 

 

  ((1122))  財財政政調調整整基基金金ににつついいてて  
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金として積み立てきた住民の貴重な財産です。今、物価高騰で暮らしと経営が大きな打撃を
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暮らしと福祉を良くするために活用をお願いします。 

① 2022年度(令和 4年度)の財政調整基金の金額を教えてください。 

② 高すぎる国保税を引き下げるために、財政調整基金の活用をしてください。 

  

２２．．  後後期期高高齢齢者者医医療療ににつついいてて  

(1) 窓口負担 2割化について、中止するよう、国に要請してください。 

(2) 窓口負担 2割化に対して、独自に軽減措置を検討してください。 

 (3) 低所得(住民税非課税世帯など)の高齢者への見守り、健康状態の把握、治療の継続等の支

援を行ってください。 
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 (5) 特定健診、人間ドック、ガン健診、歯科健診、難聴検査を無料で実施してください。 

（6） 加齢性難聴者への補聴器助成制度の創設を県、広域連合、国に求めてください。 

 

３３．．  地地域域のの医医療療提提供供体体制制ににつついいてて  

(1) コロナ禍を経験し、地域の公立・公的病院、民間病院の拡充こそが必要であると考えます。

国および県に対して、病院の再編・統合・縮小を目的とする方針の撤回を申し入れてください。 

(2) 医師・看護師など医療従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能となるよう必要な対策

や支援を行ってください。 

 

４４．．  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染のの拡拡大大をを防防止止しし、、安安心心ししてて医医療療がが受受けけらられれるるたためめにに  

 (1) 保健センターなどの人員体制を強化してください。 

 (2) 県に対して、保健所の増設や体制強化などを要望してください。 

 (3) 高齢者施設、保育園や学校などで社会的検査を行ってください。 

 (4)  PCR検査が、いつでもどこでも無料で受けられるようにしてください。 

 

 

２２．．  だだれれももがが安安心心ししてて介介護護ササーービビスス・・高高齢齢者者施施策策をを受受けけらられれるるたためめにに        

１１..  令令和和６６年年度度のの制制度度改改定定ににむむけけてて、、充充分分なな介介護護ササーービビススのの提提供供体体制制ををつつくくっっててくくだだささいい。。  

   昨年度、厚労省の社会保障審議会は 2024年度の改定に向けて、要介護１・２の生活援助等

サービスを市町村へ「総合事業」に移行、ケアマネジメントに自己負担導入、基準額の引き下
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げによる利用料 2割、3割負担の対象者の拡大を打ち出しました。介護保険制度創設の原点に

戻って、公的責任に基づく介護保障にするように県、国に求めてください。 

 

２２．．１１号号被被保保険険者者のの介介護護保保険険料料をを引引きき下下げげててくくだだささいい。。  

   次期改定にむけて保険料の見直しを行い、住民の負担軽減に努力してください。 

 

３３..  低低所所得得者者にに対対すするる自自治治体体独独自自のの介介護護保保険険料料減減免免制制度度をを拡拡充充ししててくくだだささいい。。  

   非課税・低所得者、単身者への保険料免除など大幅に軽減する減免制度の拡充を行なってく

ださい。さまざまな事由によって生活困難が広がっている現下の状況に対応して、低所得者の

個々の状況に迅速に対応できる減免の仕組みとしてください。 

 

４４..  介介護護をを必必要要ととすするる人人がが安安心心ししてて介介護護がが利利用用ででききるるよよううににししててくくだだささいい。。  

 (1) 利用料限度額の上限を超えた分については独自に助成してください。 

 (2) 一昨年 8月に改訂された「特定入所者介護サービス費（補足給付）」について、負担が増

えた利用者に対して実態を把握し、利用抑制にならない対策を講じてください。 

 

５５..  看看護護小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護、、小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護、、ググルルーーププホホーームムににつついいてて、、食食費費とと

居居住住費費のの負負担担軽軽減減ななどど利利用用希希望望者者がが経経済済的的にに利利用用困困難難ととななららなないい助助成成制制度度をを設設けけててくくだだささいい。。  

 

６６..  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染にによよっってて、、経経営営がが悪悪化化ししたた介介護護事事業業所所へへ、、自自治治体体ととししてて実実態態をを把把握握

しし、、必必要要なな対対策策をを講講じじててくくだだささいい。。  

 (1) 自治体として財政支援を行ってください。 

 (2) 感染防止対策として、介護事業所へのマスクや衛生材料などの提供を自治体として実施し

てください。 

 (3) 従事者や入所・通所サービスなどの利用者へのワクチン接種を早急に実施してください。

公費による定期的な PCR検査を実施してください。 

 

７７..  特特別別養養護護老老人人ホホーームムやや小小規規模模多多機機能能施施設設ななどどのの施施設設やや在在宅宅ササーービビススのの基基盤盤整整備備をを行行っっててくく

だだささいい。。  

 

８８..  地地域域包包括括支支援援セセンンタターーのの体体制制のの充充実実をを図図っっててくくだだささいい。。  

  

９９..  地地域域のの介介護護提提供供体体制制ににつついいてて、、介介護護福福祉祉士士・・ヘヘルルパパーーななどど介介護護福福祉祉従従事事者者のの離離職職防防止止、、確確保保

とと定定着着、、増増員員がが可可能能ととななるるよようう必必要要なな対対策策やや支支援援をを行行っっててくくだだささいい。。  

 

1100..  ヤヤンンググケケアアララーーににつついいてて  

   埼玉県はヤングケアラー条例が 2020 年 3 月 31 日に制定し、現在支援施策が実施されてい

ます。さいたま市、川口市では予算を取り支援策を具体化しています。貴市町村のヤングケア

ラー支援に関する施策を教えてください。 
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1111..  保保険険者者機機能能強強化化推推進進交交付付金金（（イインンセセンンテティィブブ交交付付金金））をを廃廃止止しし、、誰誰ももがが必必要要なな介介護護（（予予防防））

ササーービビススをを利利用用ししななががらら、、そそのの人人ららししくく生生活活すするるここととががででききるるよよううなな介介護護保保険険制制度度ととななるるよよ

うう県県やや国国にに要要請請ししててくくだだささいい。。  

  

1122..  上上記記のの改改善善ををすするるううええでで、、利利用用者者のの負負担担増増ににななららぬぬよようう、、介介護護保保険険財財政政ににおおけけるる国国庫庫負負担担割割

合合をを大大幅幅にに引引きき上上げげるるよようう国国にに要要請請ししててくくだだささいい。。  

 

 

３３．．  障障害害者者のの人人権権ととくくららししをを守守るる                                        

１１．．  第第７７期期障障害害福福祉祉計計画画・・第第３３期期障障害害児児福福祉祉計計画画策策定定ににああたたっっててはは、、国国連連権権利利委委員員会会のの日日本本政政

府府にに出出さされれたた総総括括所所見見のの主主旨旨をを踏踏ままええ、、人人権権をを尊尊重重しし、、当当事事者者のの意意見見をを十十分分にに反反映映ささせせるるもも

ののととししててくくだだささいい。。  

  

２２．．  障障害害者者がが地地域域でで安安心心ししてて暮暮ららせせるるたためめにに、、予予算算措措置置ををししててくくだだささいい。。  

(1) 障害者地域生活支援拠点事業での実施した事業、今後の計画を教えてください。 

 (2) 施設整備については、独自補助の予算化を進めてください。 

 (3) 当該市町村内に、入所施設あるいは入所施設の機能を持った施設、グループホーム（重度

の障害を持つ人も含め）、在住する障害者の数を把握し、計画的な設置を要望します。どれく

らいの暮らしの場が今後必要と思いますか。事業の推進に困難を抱えている場合は、その理由

を教えてください。 

(4) 家族介護からの脱却を図ってください。点在化している明日をも知れない老障介護（８０

歳の親が５０歳の障害者を介護・９０歳の親が６０歳の障害者を介護しているなど）家庭につ

いて、緊急に対応ができるように、行政としての体制を整えてください。  

  

３３．．  障障害害者者施施設設のの職職員員不不足足はは、、常常態態化化ししてていいまますす。。市市町町村村ととししてて、、有有効効なな手手立立ててををととっっててくくだだささ

いい。。  

    ※人材紹介での求人は、多額の紹介料を必要とします。国や県へ、施策を要望するとともに、

相談窓口を設けるなど具体策を講じてください。  

  

４４．．  重重度度心心身身障障害害者者等等のの福福祉祉医医療療制制度度をを拡拡充充ししててくくだだささいい。。    

 (1) 所得制限、年齢制限を撤廃すること。一部負担金等を導入しないでください。 

 (2) 精神障害者は１級だけでなく２級まで対象としてください。また、急性期の精神科への入

院も補助の対象としてください。 

 (3) 二次障害（※）を単なる重度化ととらえるのではなく、起因や治療など科学的な診断の中

で進行が抑えられるように、医療機関に啓発を行ってください。 

   ※※脳脳性性麻麻痺痺をはじめとする多くの身体障害者（他の障害も含まれます）は、その障害を主な原因として

発症する二二次次障障害害（障害の重度化）に悩んでいます。重度化する中で、苦痛とともに、日々の生活に困難

が倍増し、不安と戸惑いが伴っています。 

 保健、医療、福祉がそれに十分こたえていません。 
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５５．．  障障害害者者生生活活ササポポーートト事事業業、、福福祉祉タタククシシーー事事業業ににつついいてて  

 (1)   障障害害者者生生活活ササポポーートト事事業業  

①未実施市町村は、県単事業の障害者生活サポート事業を実施してください。実施していない理

由を教えてください。 

 ②実施市町村は利用時間の拡大など拡充してください。 

 ③ 成人障害者への利用料軽減策を講じるなど、制度の改善を検討してください。 

      移動の自由を保障する制度です。市町村事業になり、市町村格差が生まれています。 

 (２)   福福祉祉タタククシシーー事事業業 

①初乗り料金の改定を受けて、配布内数を増加してください。利便性を図るため、１００円券

（補助券）の検討を進めてください。 

 ② 福祉タクシー制度やガソリン代支給制度は３障害共通の外出や移動の手段として介助者付

き添いも含めて利用できること。また、制度の運用については所得制限や年齢制限などは導入

しないようにしてください。  

（３）  両事業とも地域間格差を是正するために、県へ働きかけ、県の補助増額や県の補助事業

として、復活することをめざすようにしてください。 

 

６６．．災災害害対対策策のの対対応応をを工工夫夫ししててくくだだささいい。。   

 (1) 避難行動要支援者名簿の枠を拡大してください。家族がいても、希望する人は加えてくだ

さい。登載者の避難経路、避難場所のバリアフリーを確認してください。 

 (2) 福祉避難所を整備し、直接福祉避難所に入れるように登録制など工夫してください。 

 (3) 避難所以外でも、避難生活（自宅、車中、他）している人に、救援物資が届くようにして

ください。 

 (4) 災害時、在宅避難者への民間団体の訪問・支援を目的とした要支援者の名簿の開示を検討

してください。 

 (5) 自然災害と感染症発生、また同時発生等の対策のための部署をつくって下さい。保健所の

機能を強化するための自治体の役割を明確にし、県・国に働きかけてください。 

  

７７．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染防防止止対対策策のの徹徹底底とと財財政政のの後後退退ななくく、、物物価価高高へへのの補補助助金金のの増増額額継継続続をを。。  

  (１) アルコール消毒、マスクなど衛生用品を障害者施設に配布してください。安定供給にす

るための手立てを行ってください。 

（２）入院し、治療できるように、医療機関に周知してください。 

（３）引き続き障害者への優先接種を行ってください。ワクチン接種は日ごろから利用してい

る場所で行えるようにしてください。 

（４）物価高によって、事務所維持経費が増大しています。障害者施設に補助金の増額、継続

をしてください。 

  

８８．．難難病病のの就就労労をを進進めめててくくだだささいい。。  

埼玉県内の市町村においても手帳のない難病患者を積極的に雇用していただきたくお願いいた

します。また、今後の為に差支えなければ、現在難病患者を雇用している場合はその現状を、また
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雇用していない場合はその理由を具体的にお聞かせください。 

 

※2022年 12月県定例会の知事回答で、大野知事が埼玉県として手帳のない難病患者を採用する

ことを明言し、令和 5年度から県の組織「スマートステーション flat」（令和 2年 4月 1日開設）

で、障害者枠外の手帳のない難病患者も採用することになりました。 

また、埼玉県産業労働部雇用労働課でもチラシを作成し、少しの配慮で働ける難病患者がいるこ

とを、人材を探している企業向けに周知しています。 

そのような状況下、難病は指定難病だけでも 388疾患あり病態も様々で、障害者手帳の所持者は

その半分程度となっている。手帳がない難病患者は、障害者総合支援法の対象であるにもかかわら

ず、障害者雇用推進法では対象外のため障害者枠で応募ができません。 

 

 

４４．．  子子どどももたたちちのの成成長長をを保保障障すするる子子育育てて支支援援ににつついいてて                                            

【【保保  育育】】  

１１．．  公公立立保保育育所所又又はは認認可可保保育育所所のの拡拡充充でで、、待待機機児児童童をを解解消消ししててくくだだささいい。。  

((11))  待待機機児児童童のの実実態態をを教教ええててくくだだささいい。。  

  ① 潜在的な待機児童も含め希望したのに認可保育所に入れない待機児童数(4/1 時点)の実

態を教えてください。 

  ② 既存保育所の定員の弾力化（受け入れ児童の増員）を行なった場合は、年齢別の受け入れ

児童総数を教えてください。 

 ((22))  待待機機児児童童解解消消ののたためめにに、、公公立立保保育育所所又又はは認認可可保保育育所所をを増増設設ししててくくだだささいい。。  

  ① 待機児童解消のための対策は、公立保育所の維持と認可保育所の増設を基本に整備をす

すめてください。 

  ② 育成支援児童の受け入れ枠を増やして、補助金を増額し必要な支援が受けられる態勢を

整えてください。 

  ③ 認可外保育施設が認可施設に移行する計画の場合は、施設整備事業費を増額して認可保

育施設を増やしてください。 

  

２２．．  子子どどもものの命命をを守守るるたためめににもも、、一一人人ひひととりりのの気気持持ちちにに寄寄りり添添いい成成長長発発達達にに必必要要なな支支援援をを行行うう

たためめににもも、、少少人人数数保保育育をを実実現現ししててくくだだささいい。。  

      ５類に移行しましたが、コロナ感染を防止するためには、保育する子どもの人数を少なくし

て密を避けることが必要です。また、一人親家庭など困難を抱える家庭や児童が増えている

中、きめ細かい支援を少人数保育の中で行うためにも各園に数名の保育士を増やしてくださ

い。 

 

３３．．  待待機機児児童童ををななくくすすたためめにに、、ままたた子子育育てて家家族族のの生生活活をを支支ええるる保保育育所所等等のの機機能能のの重重要要性性をを踏踏まま

ええてて、、そそのの職職責責のの重重ささにに見見合合っったた処処遇遇をを改改善善しし、、増増員員ししててくくだだささいい。。 

  待機児童を解消するためには、保育士の確保が必要です。保育士の離職防止も含めて、自

治体独自の保育士の処遇改善を実施してください。また、75 年ぶりに「１歳児及び４、５
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５５．．  障障害害者者生生活活ササポポーートト事事業業、、福福祉祉タタククシシーー事事業業ににつついいてて  

 (1)   障障害害者者生生活活ササポポーートト事事業業  

①未実施市町村は、県単事業の障害者生活サポート事業を実施してください。実施していない理

由を教えてください。 

 ②実施市町村は利用時間の拡大など拡充してください。 

 ③ 成人障害者への利用料軽減策を講じるなど、制度の改善を検討してください。 

      移動の自由を保障する制度です。市町村事業になり、市町村格差が生まれています。 

 (２)   福福祉祉タタククシシーー事事業業 

①初乗り料金の改定を受けて、配布内数を増加してください。利便性を図るため、１００円券

（補助券）の検討を進めてください。 

 ② 福祉タクシー制度やガソリン代支給制度は３障害共通の外出や移動の手段として介助者付

き添いも含めて利用できること。また、制度の運用については所得制限や年齢制限などは導入

しないようにしてください。  

（３）  両事業とも地域間格差を是正するために、県へ働きかけ、県の補助増額や県の補助事業

として、復活することをめざすようにしてください。 

 

６６．．災災害害対対策策のの対対応応をを工工夫夫ししててくくだだささいい。。   

 (1) 避難行動要支援者名簿の枠を拡大してください。家族がいても、希望する人は加えてくだ

さい。登載者の避難経路、避難場所のバリアフリーを確認してください。 

 (2) 福祉避難所を整備し、直接福祉避難所に入れるように登録制など工夫してください。 

 (3) 避難所以外でも、避難生活（自宅、車中、他）している人に、救援物資が届くようにして

ください。 

 (4) 災害時、在宅避難者への民間団体の訪問・支援を目的とした要支援者の名簿の開示を検討

してください。 

 (5) 自然災害と感染症発生、また同時発生等の対策のための部署をつくって下さい。保健所の

機能を強化するための自治体の役割を明確にし、県・国に働きかけてください。 

  

７７．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染防防止止対対策策のの徹徹底底とと財財政政のの後後退退ななくく、、物物価価高高へへのの補補助助金金のの増増額額継継続続をを。。  

  (１) アルコール消毒、マスクなど衛生用品を障害者施設に配布してください。安定供給にす

るための手立てを行ってください。 

（２）入院し、治療できるように、医療機関に周知してください。 

（３）引き続き障害者への優先接種を行ってください。ワクチン接種は日ごろから利用してい

る場所で行えるようにしてください。 

（４）物価高によって、事務所維持経費が増大しています。障害者施設に補助金の増額、継続

をしてください。 

  

８８．．難難病病のの就就労労をを進進めめててくくだだささいい。。  

埼玉県内の市町村においても手帳のない難病患者を積極的に雇用していただきたくお願いいた

します。また、今後の為に差支えなければ、現在難病患者を雇用している場合はその現状を、また
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雇用していない場合はその理由を具体的にお聞かせください。 

 

※2022年 12月県定例会の知事回答で、大野知事が埼玉県として手帳のない難病患者を採用する

ことを明言し、令和 5年度から県の組織「スマートステーション flat」（令和 2年 4月 1日開設）

で、障害者枠外の手帳のない難病患者も採用することになりました。 

また、埼玉県産業労働部雇用労働課でもチラシを作成し、少しの配慮で働ける難病患者がいるこ

とを、人材を探している企業向けに周知しています。 

そのような状況下、難病は指定難病だけでも 388疾患あり病態も様々で、障害者手帳の所持者は

その半分程度となっている。手帳がない難病患者は、障害者総合支援法の対象であるにもかかわら

ず、障害者雇用推進法では対象外のため障害者枠で応募ができません。 

 

 

４４．．  子子どどももたたちちのの成成長長をを保保障障すするる子子育育てて支支援援ににつついいてて                                            

【【保保  育育】】  

１１．．  公公立立保保育育所所又又はは認認可可保保育育所所のの拡拡充充でで、、待待機機児児童童をを解解消消ししててくくだだささいい。。  

((11))  待待機機児児童童のの実実態態をを教教ええててくくだだささいい。。  

  ① 潜在的な待機児童も含め希望したのに認可保育所に入れない待機児童数(4/1 時点)の実

態を教えてください。 

  ② 既存保育所の定員の弾力化（受け入れ児童の増員）を行なった場合は、年齢別の受け入れ

児童総数を教えてください。 

 ((22))  待待機機児児童童解解消消ののたためめにに、、公公立立保保育育所所又又はは認認可可保保育育所所をを増増設設ししててくくだだささいい。。  

  ① 待機児童解消のための対策は、公立保育所の維持と認可保育所の増設を基本に整備をす

すめてください。 

  ② 育成支援児童の受け入れ枠を増やして、補助金を増額し必要な支援が受けられる態勢を

整えてください。 

  ③ 認可外保育施設が認可施設に移行する計画の場合は、施設整備事業費を増額して認可保

育施設を増やしてください。 

  

２２．．  子子どどもものの命命をを守守るるたためめににもも、、一一人人ひひととりりのの気気持持ちちにに寄寄りり添添いい成成長長発発達達にに必必要要なな支支援援をを行行うう

たためめににもも、、少少人人数数保保育育をを実実現現ししててくくだだささいい。。  

      ５類に移行しましたが、コロナ感染を防止するためには、保育する子どもの人数を少なくし

て密を避けることが必要です。また、一人親家庭など困難を抱える家庭や児童が増えている

中、きめ細かい支援を少人数保育の中で行うためにも各園に数名の保育士を増やしてくださ

い。 

 

３３．．  待待機機児児童童ををななくくすすたためめにに、、ままたた子子育育てて家家族族のの生生活活をを支支ええるる保保育育所所等等のの機機能能のの重重要要性性をを踏踏まま

ええてて、、そそのの職職責責のの重重ささにに見見合合っったた処処遇遇をを改改善善しし、、増増員員ししててくくだだささいい。。 

  待機児童を解消するためには、保育士の確保が必要です。保育士の離職防止も含めて、自

治体独自の保育士の処遇改善を実施してください。また、75 年ぶりに「１歳児及び４、５
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歳児の配置基準が改善されるたたき台」が出されましたので、早期に保育士の補充ができる

ようにしてください。 

 

４４．．  保保育育・・幼幼児児教教育育のの「「無無償償化化」」にに伴伴っってて、、給給食食食食材材費費のの実実費費徴徴収収ななどどがが子子育育てて家家庭庭のの負負担担増増にに

ななららなないいよよううににししててくくだだささいい。。 

   消費税は生活必需品に一律にかかる税で、所得が低い人ほど負担割合が高くなる特徴を持

った税制度であり、保育料が高額である 0歳～2歳児の世帯は消費税だけがのしかかることに

なります。また、「無償化」により３歳児以降の給食食材料費（副食費）が保育料から切り離

され、実費徴収されています。子育て世帯の負担が増えないよう軽減措置を講じてください。 

(1) 0歳～2歳児の保育料を軽減してください。 

(2) 給食費食材費(副食費)を無償化してください。 

 

５５．．  保保育育のの質質のの低低下下やや格格差差がが生生じじなないいよよううにに、、公公的的責責任任をを果果ししててくくだだささいい。。  

   すべての子どもが平等に保育され、成長・発達する権利が保障されなければなりません。そ

のためには国や自治体などの公の責任が必要不可欠です。昨年度の法改正で認可外保育施設

は、５年間は基準を満たさない施設も対象となります。自治体独自の基準を設けて厳格化し、

安心安全な保育が実施されなければならないと考えます。 

 (1) 研修の実施や立ち入り監査など、指導監督に努めてください。 

 (2) 保育所の統廃合や保育の市場化、育児休業取得による上の子の退園などで保育に格差が生

じないよう必要な支援を行なってください。 

 

【【学学  童童】】  

６６．．  学学童童保保育育をを増増設設ししててくくだだささいい。。  

学童保育の待機児童を解消し、必要とするすべての世帯が入所できるようにするために、ま

た「1 支援の単位 40 人以下」「児童 1 人当たり 1.65 ㎡以上」の適正規模の学童保育で分離・

分割が図れるように予算を確保して援助して下さい。 

 

７７．．  学学童童保保育育指指導導員員をを確確保保しし、、処処遇遇改改善善をを行行っっててくくだだささいい。。  

厚生労働省は学童保育指導員（放課後児童支援員）の処遇改善を進めるために「放課後児童支

援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を施策化しています

が、県内で申請している市町村は、「処遇改善等事業」で 43市町(63市町村中 68.3％)、「キャリ

アアップ事業」で 30市町（同 47.6％）にとどまっています。指導員の処遇を改善するため、両

事業の普及に努めてください。 

 

８８．．  県県単単独独事事業業ににつついいてて  

県単独事業の「民営クラブ支援員加算」「同 運営費加算」について、「運営形態に関わらずに、

常勤での複数配置に努める」（※「県ガイドライン」）立場から、公立公営地域も対象となるよう

に改善してください。 

 

【【子子どどもも・・子子育育てて支支援援ににつついいてて】】  
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歳児の配置基準が改善されるたたき台」が出されましたので、早期に保育士の補充ができる

ようにしてください。 

 

４４．．  保保育育・・幼幼児児教教育育のの「「無無償償化化」」にに伴伴っってて、、給給食食食食材材費費のの実実費費徴徴収収ななどどがが子子育育てて家家庭庭のの負負担担増増にに

ななららなないいよよううににししててくくだだささいい。。 
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５５．．  保保育育のの質質のの低低下下やや格格差差がが生生じじなないいよよううにに、、公公的的責責任任をを果果ししててくくだだささいい。。  

   すべての子どもが平等に保育され、成長・発達する権利が保障されなければなりません。そ

のためには国や自治体などの公の責任が必要不可欠です。昨年度の法改正で認可外保育施設

は、５年間は基準を満たさない施設も対象となります。自治体独自の基準を設けて厳格化し、

安心安全な保育が実施されなければならないと考えます。 

 (1) 研修の実施や立ち入り監査など、指導監督に努めてください。 

 (2) 保育所の統廃合や保育の市場化、育児休業取得による上の子の退園などで保育に格差が生

じないよう必要な支援を行なってください。 

 

【【学学  童童】】  

６６．．  学学童童保保育育をを増増設設ししててくくだだささいい。。  

学童保育の待機児童を解消し、必要とするすべての世帯が入所できるようにするために、ま

た「1 支援の単位 40 人以下」「児童 1 人当たり 1.65 ㎡以上」の適正規模の学童保育で分離・

分割が図れるように予算を確保して援助して下さい。 

 

７７．．  学学童童保保育育指指導導員員をを確確保保しし、、処処遇遇改改善善をを行行っっててくくだだささいい。。  

厚生労働省は学童保育指導員（放課後児童支援員）の処遇改善を進めるために「放課後児童支

援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を施策化しています

が、県内で申請している市町村は、「処遇改善等事業」で 43市町(63市町村中 68.3％)、「キャリ

アアップ事業」で 30市町（同 47.6％）にとどまっています。指導員の処遇を改善するため、両

事業の普及に努めてください。 

 

８８．．  県県単単独独事事業業ににつついいてて  

県単独事業の「民営クラブ支援員加算」「同 運営費加算」について、「運営形態に関わらずに、

常勤での複数配置に努める」（※「県ガイドライン」）立場から、公立公営地域も対象となるよう

に改善してください。 

 

【【子子どどもも・・子子育育てて支支援援ににつついいてて】】  

78 

 

９９．．  子子どどもも医医療療費費助助成成制制度度のの対対象象をを拡拡大大ししててくくだだささいい。。  

 (1)  埼玉県は就学前までの医療費助成の現物給付を、昨年(2022年)10月から実施されました。

就学前までの現物給付の対象年齢の引上げなど、市町村独自に拡充してください。 

 (2) 高校生や高卒後も大学生などの学生らの多くが生活に困窮しています。通院及び入院の子

ども医療費無料化の対象年齢を拡充してください。 

 (3) 国に対して、財政支援と制度の拡充（年齢の引き上げの法制化）を要請してください。 

 (4) 県に対して子ども医療費無償化の年齢を 18歳まで引き上げるように要請してください。 

 (5) 政府は、子ども医療費無償化を 18 歳まで引き上げると同時に、不適切な診療を減らす名

目で受診ごとに定額負担を検討しています。受診の抑制になり、本来の趣旨と本末転倒になり

ます。国・県に定額負担をしないように要望して下さい。 

 

1100．．  子子育育てて支支援援をを拡拡大大ししててくくだだささいい。。  

(1)  国民健康保険の保険税の子ども(18 歳以下)の均等割金額相当の財政支援をしてください。 

(2) 小・中学校給食を安全な地元農産物の活用と無償化にしてください。 

 

 

５５．．  住住民民のの最最低低生生活活をを保保障障すするるたためめにに                                              

１１．．  困困窮窮すするる人人ががたためめららわわずずにに生生活活保保護護のの申申請請ががででききるるよよううににししててくくだだささいい。。  

      2020 年度の厚労省ホームページに「生活保護を申請したい方へ」を新設し、「生活保護の

申請は国民の権利です」と説明するとともに、扶養義務のこと、住むところのない人、持ち家

のある人でも申請できることを明記しています。市町村においても、わかりやすく申請者の立

場に立ったホームページやチラシを作成してください。 

 

２２．．  生生活活保保護護をを申申請請すするる人人がが望望ままなないい「「扶扶養養照照会会」」はは行行わわなないいででくくだだささいい。。  

      厚生労働省は田村前厚労大臣の答弁を受けて、2021年 3月 30日付で事務連絡を発し、生活

保護問答集を改正。要保護者の意向を尊重する方向性を明らかにし、照会の対象となる扶養義

務者の「扶養義務履行が期待できない者」には行わないとしました。厚労省、埼玉県の通知（R5

年）にそってしおりを改訂してください。貴福祉事務所でも、申請者が望まない扶養照会を行

わないよう徹底してください。 

 

３３．．  生生活活保保護護ののケケーーススワワーークク業業務務のの外外部部委委託託はは、、実実施施ししなないいででくくだだささいい。。  

      生活保護のケースワーク業務は、人間の生死を左右する職務であり、最もデリケートな個人

情報を預かる業務であることから、自治体職員が福祉事務所で行う原則になっています。とこ

ろが、東京都中野区は、高齢の生活保護利用者を対象に「高齢者居宅介護支援事業」を NPOの

外部委託を利用して実施していますが、実態は生活保護利用者宅への家庭訪問、ケース記録作

成、保護費算定まですべての業務の委託でした。これは生活保護法および社会福祉法違反で

す。このような事例が起こらないように徹底してください。また、福祉課内の警察官 OBが保
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護利用者を犯罪者扱いして尾行し、人権を侵害する事例が発生しています。こうしたことが起

こらないよう指導を徹底してください。 

 

４４．．  決決定定・・変変更更通通知知書書はは、、利利用用者者がが自自分分でで計計算算ででききるる分分かかりりややすすいいももののににししててくくだだささいい。。  

   決定・変更通知書は 5 種の扶助が記載されるのみで非常にわかりづらく、福祉事務所でも

ミスが生じる原因になっています。国は全国一律でシステムの改定を行っていますが、それで

良しとすることなく、利用者本人も確認できる、自治体独自の記載欄を設けてください。 

 

５５．．  ケケーーススワワーーカカーーのの人人数数がが標標準準数数をを下下回回ららなないいよよううににししててくくだだささいい  

   厚労省が示す標準数を下回る福祉事務所が多くあり、これがケースワーカーの過重労働や、

保護利用者に適切な対応ができない原因となっています。社会福祉主事の有資格者を採用す

るとともに、十分な研修を行って、不勉強による利用者への人権侵害や不利益な指導が行われ

ないようにしてください。 

 

６６．．  無無料料低低額額宿宿泊泊所所へへのの入入居居をを強強制制ししなないいででくくだだささいい  

   居宅が決まっていない申請者に「無料低額宿泊所に入所しないと生活保護は受けられない」

と指導する事例がいまだに多発しています。申請者の意向を無視する無低への強要は生活保

護法違反であり、行わないようにしてください。また、入所者が転出を希望する場合は、その

希望を優先し、一時利用にふさわしい運用をしてください。 

 

７７．．  熱熱中中症症かかららいいののちちをを守守るるたためめにに国国にに対対ししてて夏夏季季加加算算をを要要望望ししててくくだだささいい。。ままたた、、制制度度がが創創

設設さされれるるままででのの間間、、自自治治体体ととししてて電電気気代代補補助助をを実実施施ししててくくだだささいい。。  

  

８８．．  生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援事事業業はは、、生生活活保保護護申申請請をを阻阻害害ししなないいよよううにに留留意意しし、、充充実実ををははかかるるとととと

ももにに、、地地域域のの生生活活困困窮窮者者のの状状況況をを把把握握しし、、生生活活保保護護のの捕捕捉捉率率のの向向上上にに努努めめててくくだだささいい。。  

 

以上 
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   決定・変更通知書は 5 種の扶助が記載されるのみで非常にわかりづらく、福祉事務所でも

ミスが生じる原因になっています。国は全国一律でシステムの改定を行っていますが、それで
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ないようにしてください。 
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と指導する事例がいまだに多発しています。申請者の意向を無視する無低への強要は生活保

護法違反であり、行わないようにしてください。また、入所者が転出を希望する場合は、その

希望を優先し、一時利用にふさわしい運用をしてください。 
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８８．．  生生活活困困窮窮者者自自立立支支援援事事業業はは、、生生活活保保護護申申請請をを阻阻害害ししなないいよよううにに留留意意しし、、充充実実ををははかかるるとととと
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以上 

 

懇談事項 1 

自自治治体体要要請請キキャャララババンン行行動動  懇懇談談事事項項  
 

2023年５月 23日 

埼玉県社会保障推進協議会 

１１．．だだれれででももがが安安心心ししてて医医療療がが受受けけらられれるるたためめにに                    

 (1) 一般会計からの法定外繰入の拡充や基金の活用などにより、被保険者の保

険税負担を軽減してください。国の子どもの均等割減免制度の対象年齢の引

上げと拡充をおこなってください。また、低所得者世帯向け減免など地域の実

情に応じて市町村独自の対策を行ってください。 

 (2) 被保険者の軽減の市町村独自の制度(条例)を阻害することのように、一般

財政からの法定外繰入を「削減・解消すべき赤字」と見なさないようにするな

ど、国及び埼玉県に対して要請を行ってください。 

 (3) 住民に寄り添った国保税の徴収を行なってください。 

 

 

 

 

 

２２．．だだれれももがが安安心心ししてて介介護護ササーービビスス・・高高齢齢者者施施策策をを受受けけらられれるるたためめにに  

 (1) 介護保険料を引き下げてください。また、充分な介護サービスの提供体制

をつくってください。 

①令和 6 年度の改定に向けて、第 1 号保険者の介護保険料を引き下げてくださ

い。 

 ②国（厚労省）は、要介護１・２の生活援助等サービスを市町村へ「総合事業」

に移行、ケアプランの有料化、利用料 2割、3割負担の対象者の拡大を検討し

ています。介護保険制度創設の原点に戻って、公的責任に基づく介護保険にす

るように県、国に求めてください。 

 

 

 

 

 

３３．．障障害害者者のの人人権権ととくくららししをを守守るる                                  

 (1)  障障害害者者ががそそれれぞぞれれのの地地域域でで安安心心ししてて生生活活しし続続けけるるたためめにに  

①小さな困りごとにも、しっかりと相談ができる体制をとり、対応できる緊急一

時保護施設があること、グループホーム・入所施設（機能を有するもの）が地

域にあり、一人での暮らしも、ヘルパー派遣など、支援体制を確立して、親な
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き後ではなく、暮らしの場が青年期の生活の場として保障されるようになる

こと。それを支える人材確保が十分であることなど、地域で安心して暮らせる

社会資源の拡充を進めてください。 

②コロナの感染対策が５類に移行されても、医療面、物資面での継続した支援を

してください。また、物価高によって、事務所維持経費が増大しています補助

金の増額と継続をしてください。 

 

 

 

 

 

４４．．子子どどももたたちちのの成成長長をを保保障障すするる子子育育てて支支援援ににつついいてて                

 (1) 子どもの命をまもるためにも、一人ひとりの気持ちに寄り添い成長発達に

必要な支援や、困難を抱える家庭や児童へのきめ細かい支援が必要となって

います。 

①そのためには、小人数保育が実施できるよう保育士の確保が必要です。処遇を

改善するなどの対策を行ってください。 

②75 年ぶりに「１歳児及び４、５歳児の配置基準が改善されるたたき台」が出

されましたので、早期に保育士の補充ができるようにしてください。 

 ③保育環境を常に点検し、安全、安心の保育が提供できるよう、公立保育所の拡

充や環境整備の予算を十分に確保することなど態勢を整えてください。 

 ④保育園・幼稚園・小、中学校の給食費を無償にしてください。 

 

 

 

５５．．住住民民のの最最低低生生活活をを保保障障すするるたためめにに                              

 (1) 困窮する人がためらわずに生活保護の利用を申請できるようにしてくだ

さい。 

 ①厚労省、埼玉県の通知にそって「しおり」を改訂してください。 

②また、2020年度から厚労省ホームページを新設し、「生活保護の申請は国民の

権利です」と明示しております。扶養義務のこと、住むところのない人、持ち

家のある人でも申請できることを明記しています。市町村においても、ためら

わずに申請できるよう、ホームページやチラシの作成、窓口での対応を行って

ください。そして、申請者本人が望まない「扶養照会」は行わないでください。 

以上 
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埼玉県知事 大野元裕 殿 

埼玉県社会保障推進協議会 

会長 柴田泰彦 

 

国国民民健健康康保保険険拡拡充充とと医医療療供供給給提提供供体体制制のの強強化化等等をを求求めめるる要要望望書書  

 
日頃から、県民のいのちと暮らしを守るためご尽力されていることに敬意を申し上げます。 

国民健康保険制度は、誰もが安心して医療が受けられる国民皆保険制度の基盤として重要

な役割を果たしてきています。また、（制度の性質上）年齢構成が高く医療費が高水準とな

る一方で、被保険者の所得水準が低いことから保険税の負担が重くなってしまう構造的課題

を抱えています。 

こうした中、市町村が担っていた財政運営の主体を平成 30 年度から都道府県にするとと

もに、定率の国庫負担とは別に毎年 3400 億円を追加支援されています。しかしながら、新

型コロナウイルス感染症の影響もありますが、毎年医療費は増加してきています。今後も高

度な医療の普及や高齢化により、医療費の更なる増大が見込まれます。今後も持続可能な制

度とするには、財政基盤強化のため、これまで以上に国が国保財政に責任を持つことが求め

られています。また、昨年４月から国は、子育て世帯への負担の大きさを考慮して、未就学

児に限り均等割保険税の一部を５割軽減しており、更なる軽減と年齢の引き上げは急務です。 

よって、県におかれましては、引き続き、「払える保険税」にするために、県としても更

なる財政支援と各自治体が独自におこなっている減免制度をはじめ、下記事項について特段

の措置を講じられるよう強く要望いたします。 

 

 

 

記 

１１．．「「払払ええるる保保険険税税」」ににすするるたためめにに、、各各自自治治体体のの減減免免制制度度やや一一般般財財政政かかららのの繰繰りり入入れれなな

どどへへのの支支援援ををししててくくだだささいい。。  

２２．．1188 歳歳ままででのの子子どどもものの均均等等割割りり保保険険料料のの更更ななるる減減免免をを  

３３．．医医療療提提供供体体制制のの強強化化ををすすすすめめててくくだだささいい。。    

４４．．地地域域医医療療、、皆皆保保険険制制度度のの崩崩壊壊ににつつななががるる、、健健康康保保険険証証のの廃廃止止ををややめめるるよよううにに国国にに求求

めめててくくだだささいい。。  

以上 
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懇談事項 2 
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22002233..55..1122  

社社保保協協加加盟盟のの地地域域、、団団体体ののみみななささんんへへ  

 

いつも大変お世話になっております。5 月 8 日(月)に下記の要望書に基づいて、埼玉県

と懇談をしてきました。 

【【参参加加者者】】  

共産党県議団 城下県議、伊藤県議、山崎県議、馬場事務局長、事務局員 

埼玉県 横田健康政策局長、国保医療課 黒澤課長、保健医療部 今野調整幹  

社保協 高田新婦人の会会長、諸井埼労連事務局次長(社保協事務局次長)、段事務局長 

 

「「大大野野県県知知事事へへのの要要望望書書」」にに対対すするる回回答答  

１１．．「「払払ええるる保保険険税税」」ににすするるたためめにに、、各各自自治治体体のの減減免免制制度度やや一一般般財財政政かかららのの繰繰りり入入れれなな

どどへへのの支支援援ををししててくくだだささいい。。  

県では、市町村国保の安定的な財政運営のために、令和 5年度については、約 550億

円を予算計上しています。そのうちの約 150億円、低所得者対策に充てるという形にな

っております。減免制度につきましては。災害など、国の特別調整交付金により、財源

が措置されているもの以外について減免額の 2分の 1に相当する額を特別交付金で財政

支援をしていますので、これ以上の支援は財政的にも厳しいところです。被保険者の方

のご負担が重くなっているということは認識をしております。実際、国保の財政につき

ましては、国が検討すべきですので、国に対して、毎年度、被保険者のさらなる負担軽

減ということで要望を行っています。 

 

２２．．1188 歳歳ままででのの子子どどもものの均均等等割割りり保保険険料料のの更更ななるる減減免免をを  

令和 4 年の 4 月から未就学児を対象に全国一律の制度として導入されています。 対

象年齢や軽減割合の拡大を国に求めておりますので、今後もこれにつきましても強く要

望をしていきます。 

 

３３．．医医療療提提供供体体制制のの強強化化ををすすすすめめててくくだだささいい。。   

埼玉県でも南部と北部、あるいは秩父地域の医療機関数は違います。現在は地域保

健医療計画に基づいて、県内の格差がないように取り組みをしております。来年度か

ら始まる第 8次地域保健医療計画は、今年度策定をしていくことになっています。全

ての県民の方がいつでも必要な医療サービスを受けられるように、医療機関の機能分

化、連携を進め効率的な医療提供体制の構築に向けて引き続き取り組んでいきます。 

埼玉県は医師が非常に少ないということで、県民 10万人当たりの医師数が 47都道

府県中 47 位ですが、地域枠奨学金制度等を活用して医師確保に努めていきます。ま

た、効率的な医療提供体制の構築に向けて引き続き取り組んでいきます。 
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４４．．地地域域医医療療、、皆皆保保険険制制度度のの崩崩壊壊ににつつななががるる、、健健康康保保険険証証のの廃廃止止ををややめめるるよよううにに国国にに求求

めめててくくだだささいい。。  

マイナンバーカードは、マイナンバーに基づいていろいろな連携でメリットがありま

す。健康保険証と一体化されることで、服薬、特定健診等の情報も閲覧できるようにな

るということで、患者さんにとってもデータに基づいて、より良い医療が提供されるメ

リットもあります。また、限度額適用認定証など、複数のカードが一元化されることで

利便性が向上します。 

ただ、健康保険証がなくなるということで、被保険者の方が医療機関を受診される際

に、トラブルとまではいかないまでも、ちょっとしたやり取りが起きてしまうとか、あ

るいはすぐに受診できないことが起こるとか、そういうことが生じないようにすること

は大変重要だと思っています。これも国の方で進めている制度ですので、県独自に何か

できるかということは難しい部分はあります。今、国の方では、何らかの理由で、マイ

ナンバーカードを持っていない方については、資格確認証を交付するという対応が検討

されていますので、保険証の廃止をしないという要望をいただきましたけれども現段階

では、健康保険証の廃止をやめるようにと国に求めるということは考えておりません。 
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